
清
朝
と
ハ
Jレ
ノ¥

「
八
札
薩
克
」

に
つ
い
て

岡

洋

樹

は

じ

め

に

一
順
治
一
二
年
の
「
八
札
薩
克
」
設
置
に
つ
い
て

こ
八
ザ
サ
グ
笹
制

三
ハ
ル
ハ
の
清
朝
鋳
属
と
ザ
サ
タ
の
増
設

四
康
照
三
Ol--一
一
年
の
ハ
ル
ハ
に
劃
す
る
旗
編
成
と
八
ザ
サ
グ

結

ぴ
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t主

じ

め

一
六
三
一
四
年
に
モ
ン
ゴ

ル
最
後
の
大
ハ

l
ン
・
リ
グ
ダ
ン
(
ピ
ロ
包

g
〉
が
死
ぬ
と
、

下
に
入
っ
た
が
、

一外
モ
ン
ゴ
ル
・
ハ
ル
ハ
ハ
ロ
同
布
陣
略
爾
略
〉
部
は
、

ま
も
な
く
内
モ

ン
ゴ
ル
全
域
が
満
洲
H
清
朝
の
支
配

い
ま
だ
濁
立
を
維
持
し
、
同
時
に
清
朝
に
朝
貢
を
開
始
し
た
。

は
、
ダ
ヤ
ン
川
ハ

l
ン
の
第
七
子
ゲ
レ
セ
ン
ジ
ェ

2
0
5
Rロ
τ
格
時
森
礼
〉
の
分
封
後
、
そ
の
七
子
が
属
民
の
分
封
を
受
け
、

(

1

)

 

ハ
ル
ハ
は
左
右
南
翼
に
分
れ
た
。

、ー
ν

、

ノ

?

ノ

ノ

七
ホ

シ
ョ

1
・

と
こ
ろ
が
順
治
一
二
年
(
二
ハ

〈

2
〉

五
五
〉
、
清
朝
は
ハ
ル
ハ
の
八
王
侯
を
ザ
サ
ク
と
し
、
九
自
の
貢
(
一
頭
の
白
い
路
舵
と
八
頭
の
白
い
馬
〉
を
納
め
さ
せ
た
。
清
代
の
ザ
サ
ク
ハ
〕
世
田
ミ

札
薩
克
)
は
、
旗
に
属
す
る
民
の
管
理
を
義
務
付
け
ら
れ
た
旗
長
を
い
い
、

で
あ
れ
ば
、

ハ
ル
ハ
と
呼
ば
れ
た
が
、
ま
も
な
く
名
目
化
し
、
宮
協
淳
子
氏
に
よ
る
と
、

そ
の
印
璽
に
は
、

例
え
ば
ハ
ル

〈
・
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
γ
部
中
末
旗
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}
柿
田
口
同
曲
-

内

HmHm-

ロ
mz
ロ同

内
同
ロ
ロ
ヨ
ゲ
曲
目

内凶ロ

σ同』

ぬ
己
的
向

σ巾
]
内
同
仏
印
-
白
同
同

円
四

O
H
O
ロ

門
出
血

-ρ
・回可』ロ

門
田

O
H
ロロ・回

，‘
 ]

白

ヨ

ロ

ロ

E
B
E
E
r
-
同
仏
印
可
ロ
ロ

内
出

O
印同可
、ロ
u
ュ一一
mwr』

】

q
C叫、
a
M』

仲
間
ロ
M
M
W
『
a
国

路

(
3〉

と
満
・
蒙
二
睡
で
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
ザ
サ
ク
と
は
、
管
下
の
佐
領
と
貴
族
身
分
た
る
開
散
王
公
・
タ
イ
ジ
(
宮
司
王
台
吉
〉
と

そ
の
障
丁
、
そ
れ
に
旗
内
部
の
寺
廟
か
ら
成
る
旗
の

T
E
E
-ヱ
管
掌
者
)
の
意
で
あ
る
。
従
っ
て
ザ
サ
ク
で
あ
る
に
は
、
管
理
す
べ
き
属
民

厩
民
の
有
無
を
前
提
と
は
せ
ず
、
世
襲
(
「
世
襲
問
替
」
)
が
認
め
ら
れ
た
霞
位
(
清
朝
で
は
和
碩
親
王
以
下

、
レ
、

ノ

p
'

ノ

東

中

末

旗

を
管
掌
す
る
者
の
印

の
存
在
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

四
等
台
士
ロ
ま
で
〉
と
は
異
な
る
。

つ
ま
り
ザ
サ
ク
の
任
命
と
は
、

一
旗
の
属
民
を
「
管
掌
」

す
る
権
限
の
付
興
を
意
味
し
、

世
襲
は
認
め
ら
れ

ず
、
そ
の
権
限
は
回
牧
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

順
治
一
二
年
、
未
だ
清
朝
に
服
属
し
て
い
な
か
っ
た
ハ
ル
ハ
の
王
侯
八
人
に
、
こ
の
ザ
サ
ク
が
授
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

一
方
で
、

七
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世
紀
末
に
ハ
ル
ハ
が
清
朝
に
服
属
す
る
と
、
旗

・
佐
領
が
編
成
さ
れ
て
旗
長
た
る
ザ
サ
ク
の
任
命
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
服
腐
前
と
後
に

い
か
に
も
奇
異
の
感
を
克
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
順
治
一
二
年
の
ザ
サ
ク
授
興
を
も
っ
て
、

(
4〉

が
清
朝
の
腐
固
化
す
る
第
一
歩
で
あ
る
と
い
っ
た
見
方
か
ら
、
こ
れ
を
単
な
る
築
爵
の
授
興
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
ま
で
、
様
々
な
見
解
が

〈

5
)

行
わ
れ
て
い
る
。

同
じ
官
職
が
興
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、

、
レ
、

ノ

p'
ノ

一
般
に
我
々
は
、
清
の
ハ
ル
ハ
支
配
を
康
照
三

O
年
三
六
九
一
〉
の
ド
ロ
ン
ノ

l
ル

9
0
-
4
2
ロ
ミ
日
多
倫
諾
爾
)
舎
盟

を
起
貼
と
し
て
考
え
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、

そ
の
=
一
六
年
も
前
に
ハ
ル
ハ
王
侯
に
ザ
サ
ク
が
授
興
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
、
明
ら
か

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

入
札
薩
克
設
置
の
経
緯
を
も
う
一
度
検
討
し
、
そ
れ
が
清
朝
の
封
ハ
ル
ハ
政
策
の
推
移
に
占

め
る
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

順
治
一
一
一
年
の
「
入
札
薩
克
」
設
置
に
つ
い
て

順
治
一
二
年
の

「
入
札
薩
克
」
設
置
に
つ
い
て
、

『
欽
定
外
藩
蒙
古
田
部
王
公
表
侍
』
(
以
下
『
王
公
表
俸
』
と
略
)
巻
四
五
、
俸
二
九
、
略
爾



略
土
謝
圃
汗
部
線
俸
に
は
、

(
順
治
)
十
二
年
、
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
多
、
復
た
使
い
を
遣
わ
し
て
盟
を
乞
う
。

熔
入
札
薩
寛
を
設
け
、
何
ほ
左
右
翼
に
分
か
つ
。

之
を
許
し
て
盟
を
宗
人
府
に
賜
る
。

是
の
年
、
略
爾

(

6

)

 

と
み
え
る
。
後
世
の
史
書
も
、
こ
れ
と
同
様
の
記
事
を
載
せ
る
た
め
、
こ
の
措
置
の
主
旨
は
、
ザ
サ
ク
設
置
と
ハ
ル
ハ
の
左
右
南
翼
へ
の
分
割

果
た
し
て
そ
う
か
P

そ
こ
で
『
世
租
寅
録
』
巻
九
五
、

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

順
治
一
二
年
一
一
月
辛
丑
〈
一
二
日
)
僚
の
該
嘗
記
事
を
引

用
す
る
。初

め
て
例
を
定
む
。
略
爾
熔
部
落
土
謝
圃
汗
・
車
臣
汗
・
丹
津
捌
蹴
・
墨
爾
根
諾
顔
・
畢
席
勤
爾
圃
汗
・
魯
卜
臓
諾
顔
・
車
臣
済
農
・
坤

都
倫
陀
昔
、
此
の
八
札
薩
克
は
、
毎
歳
白
蛇
各
一
・
白
馬
各
八
を
進
貢
す
。
之
を
九
由
年
貢
と
謂
ふ
。
我
が
朝
は
、
礼
薩
克
ご
と
に
銀
茶

筒
各
一
・
重
三
十
商
・
銀
盆
各
-
・
鍛
各
三
十
・
青
布
各
七
十
を
賞
し
て
以
て
之
に
答
ふ
。
是
に
至
り
、
土
謝
圃
汗
・
丹
津
蜘
嚇
・
車
臣

汗
・
墨
爾
根
諾
顔
、
各
々
使
い
を
遣
わ
し
て
例
に
遭
ひ
て
進
貢
し
、
賞
費
は
例
の
如
く
、
井
せ
て
宴
を
賜
ふ
。
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こ
の
記
事
か
ら
は
、
こ
の
「
定
例
」
が
ザ
サ
ク
設
置
よ
り
は
、
む
し
ろ
入
札
薩
克
の
進
貢
額
と
、
そ
れ
に
封
す
る
清
朝
側
の
賞
賓
額
を
定
め
た

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
親
征
卒
定
朔
漢
方
略
』
巻
一
康
照
一
六
年
三
六
七
七
)
一

O
月
甲
寅
(
一
一
日
)
候
所
載
の
一
議
旨
に
お
け

る
こ
の
定
例
に
闘
す
る
言
及
を
誼
む
と
、
出
向
更
こ
の
感
は
深
い
。
康
照
帝
は
言
う
。

曙
爾
唱
は
亦
た
、
西
北
の
大
圏
に
し
て
、
元
の
苗
奇
な
り
。
太
宗
文
皇
帝
の
時
、
馬
恰
薩
璃
第
汗
、
始
め
て
蒋
使
を
逼
ず
。
世
組
章
皇
帝

の
初
年
、
土
謝
圃
汗
等
1

使
い
を
遣
わ
し
て
馬
駐
詔
皮
の
諸
物
を
貢
じ
、
修
好
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
順
治
五
年
、
札
薩
克
圃
汗
諾
門
汗
来

朝
し
、
之
を
太
和
殿
に
宴
す
。
土
謝
圃
汗
・
碩
雷
汗
、
馬
千
匹
・
駐
百
頭
を
貢
ぐ
。
貢
賞
は
、
初
め
定
額
無
し
。
十
二
年
、
土
謝
園
汗
・

車
臣
汗
・
丹
津
鋼
嫡
・
墨
爾
根
諾
顔
・
畢
希
勤
爾
閏
汗
・
羅
ト
蔵
諾
顔
・
車
臣
済
農
・
昆
都
倫
陀
一
耳
目
に
授
け
て
入
札
薩
克
と
篤
し
、
其
の

貢
額
を
定
む
。
毎
歳
汗
及
び
済
農
・
諾
顔
・
大
台
土
日
雄
一
寸
は
、
各
々
白
馬
入
匹
・
白
駐
一
一
頭
を
貢
ず
。
之
を
九
白
の
貢
と
謂
ふ
。
年
貢
な

り
P

此
の
外
の
小
台
士
口
・
他
布
嚢
は
、
色
を
限
ら
ず
、
教
を
計
ら
ず
、
所
有
に
随
ひ
て
貢
ず
。
常
貢
な
り
。
震
に
答
賞
の
例
を
旋
定
せ
し
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む
。
毎
札
薩
克
は
、
各
々
賞
さ
る
る
に
銀
茶
桶
・
銀
盆
・
鍛
布
等
の
物
を
以
て
す
。
其
の
絵
の
小
台
士
口
の
貢
使
等
も
亦
た
各
々
一
鍛
布
を
賞

さ
る
る
こ
と
差
有
り
。
定
例
後
、
熔
爾
略
汗
等
、
盆
々
恭
順
を
加
え
、
使
い
を
遣
わ
す
こ
と
絡
緯
と
し
て
歳
々
以
て
常
と
帰
す
。

こ
こ
で
は
順
治
二
一
年
の
入
札
薩
克
設
置
が
貢
額
を
定
め
る
と
い
う
文
服
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
観
貼
か
ら
、

貢
以
後
、
順
治
二
一
年
ま
で
の
南
者
の
関
係
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

ハ
ル
ハ
最
初
の
朝

(

7

)

 

ハ
ル
ハ
と
清
朝
の
交
渉
は
、
天
聴
九
年
(
一
六
三
四
)
の
セ
ツ
ェ
ン
日
ハ
ン

3
0
m
g
A
g
草
臣
汗
〉
朝
貢
を
以
て
始
る
。

(
8
)
 

朝
と
の
交
易
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
代
の
遊
牧
民
と
中
園
の
闘
係
に
お
け
る
通
例
に
も
れ
な
い
。
雨
者
の
朝
貢
関
係
は
、
順
治
三
年

ハ
ル
ハ
の
朝
貢
が
清

議
親
王
ト
ド
(
吋

o
E
多
鐸
〉
率
い
る
迫
撃
軍
は
、

三
六
四
六
)
の
ス

ニ
ド

Q
E
E
蘇
尼
特
)
部
長
テ
ン
ギ
ス

(
H，
g
m
m
u
騰
機
思
〉
の
ハ
ル
ハ
へ
の
逃
亡
事
件
に
よ
っ
て
危
機
に
陥
る
。

セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
等
の
迎
撃
を
受
け
、
こ

和
碩
徳

ト
シ
エ

l
ト
日
ハ
ン
(
、
H
，

z
g吊
怠
官
ロ
土
謝
園
汗
)
、

一
方
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
層
下
の
エ
ル
へ

u
ツ
ォ

l
ホ
ル
(
開

H
Z
g
r
f
額
爾
克
楚
現
爾
)
は
内
モ
ン
ゴ
ル
・
バ

l
リ
ン

(
9〉

(
回
白
『
白
ユ
ロ
巴
林
〉
部
の
人
畜
を
掠
奪
、
ま
た
順
治
七
年
に
は
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン

Q
即
日
ミ
Z
宮
ロ
札
薩
克
闘
汗
〉
部
の
パ
ル
プ
H

ピ
ン
ト
(
回
同
手
口

(

叩

)

rzz
巴
爾
布
沫
圃
〉
が
フ
フ
ホ
ト
を
襲
撃
し
た
。
そ
こ
で
清
朝
は
、
順
治
三
年
九
月
、
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
所
属
の
エ
ル
デ
ニ
H

ト
イ
ン
の
使

れ
を
撃
退
し
て
い
る
。

- 78ー

臣
を
通
じ
て
、

草
青
以
前
に
、
騰
機
思
・
騰
機
特
を
持
て
之
を
檎
へ
て
以
て
献
ず
可
し
。
此
く
の
如
く
せ
ば
、
則
ち
使
い
を
遣
わ
し
て
来
朝
せ
よ
。
否
ざ

れ
ば
則
ち
使
い
来
る
も
定
め
て
罵
留
を
行
わ
ん
。

(

孔

〉

(

ロ

)

と
い
う
識
旨
を
俸
え
さ
せ
た
。
た
だ
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
の
使
者
は
受
入
れ
て
い
る
。

順
治
四
年
四
月
丙
子
〈
五
日
)
、

セ
ツ
ェ
ン
リ
ハ
ン
、

ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
、

オ
ム
ボ
H

エ
ル
デ
ニ

(
O
B
E
R号
巳
俄
木
布
額
爾
徳
尼
〉
、
ダ
ン
ジ

ン
H

ラ
マ

(
U
g〕

zvg'曲
丹
津
刷
瞬
〉
等
は
遣
使
上
書
し
た
が
、

(

日

〉

求
め
、
五
月
乙
巳
(
五
日
〉
に
は
、

ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
、

ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
、

清
朝
は
セ
ツ
ェ
ン
日
ハ
ン
に
テ
ン
ギ
ス
等
の
逮
捕
迭
還
な
い
し
は
削
減
を

ジ
ェ
ヴ
ツ
ン
ダ
ム
パ
日
ホ
ト
ク
ト

Qorgロ
念
日

E
G己
ミ
E
哲

ト
傘
丹
巴
胡
土
克
圃
〉
、

オ
ム
ボ
H

エ
ル
デ
ニ
、

エ
ル
ヘ

H

ダ
イ
チ
ン

(
F
r
o
e
-包
括
額
爾
克
岱
青
)
に
テ
ン
ギ
ス
等
の
迭
還
と
パ

l
リ
ン
部
人



て畜
績の
け遅
ら還
れ・
た謝
も罪
のを
と求
思め
わて
れい一
るる14

の
時
期

ハ
ル
ハ
か
ら
は
多
く
の
併
数
倍
。
か
朝
貢
し
て
い
る
。
繭
園
開
交
渉
は
、
こ
れ
ら
ラ
マ
を
通
じ

翌
順
治
五
年
八
月
の
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ソ
と
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
の
遣
使
謝
罪
に
よ
っ
て
、

増
え
、
順
治
六
年
に
は
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
シ
一
一
一
回
、

ハ
ル
ハ
の
朝
貢
は
再
開
さ
れ
た
。
進
貢
の
頻
度
も

セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
二
回
、
同
七
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
回
、

八
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
四
回
と
二

回
の
朝
貢
が
あ
っ
た
。
貢
使
敷
も
、

八
年
八
月
の
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
の
貢
使
は
八
八
四
人
、
同
じ
月
の
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
、

セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
シ
の
貢
使
は
三

O
九
人
に
上
っ
た
。
た
だ
ハ
ル
ハ
側
は
、
謝
罪
は
し
た
も
の
の
、
掠
奪
し
た
人
畜
は
完
済
し
て
お
ら
ず
、
順
治
七
年
三
月
甲

子
(
一
一
日
〉
に
は
、

〈

日

)

な
さ
れ
た
。
更
に
一
一
月
に
も
、
修
好
を
欲
す
る
な
ら
、
天
地
に
普
い
を
た
て
て
進
貢
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。
即
ち
、

其
れ
修
好
せ
る
諸
貝
子
は
、
宜
し
く
定
例
に
照
し
て
、
毎
年
各
々
旗
を
按
じ
て
一
次
を
進
貢
し
、
毎
旗
下
の
貝
子
は
、
合
し
て
駐
一
隻
・

馬
入
匹
を
進
め
、
大
臣
を
遣
わ
し
て
削
引
見
せ
し
む
べ
し
。
朕
も
亦
た
、
定
例
に
照
し
て
賞
賓
せ
ん
。
此
の
外
の
遣
使
貿
易
は
、
各
々
其
の

ザ
サ
グ
ト
H

ハ
ン
、

ト
シ

ι
l
ト
H
l

ハ
ン
、

イ
シ
H

ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
、

オ
ム
ボ
引
エ
ル
デ
ニ
一
等
に
再
度
返
還
要
求
が

便
に
従
え
。
爾
等
、
如
し
朕
の
命
に
遵
は
ば
、
則
ち
爾
衆
貝
子
は
、
大
臣
を
遣
わ
し
て
来
朝
せ
し
む
る
可
し
。
否
ざ
れ
ば
、
則
ち
遣
わ
す

-79一

こ
と
な
か
れ
。

ハ
ザ
四
〉

と
あ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
順
治
一
帝
は
、

ハ
ル
ハ
に
劃
し
て
「
旗
を
按
じ
て
」
、

ハ
ル
ハ
の
「
諸
貝
子
」
に
九
由
の
貢
を
要
求
し
、
朝
貢
・
貿
易
を
許
す
篠
件
と
し
た
の
で

つ
ま
り
清
朝
は
、

「
毎
旗
下
の
貝
子
は
、
合
し
て
」
九
白
を
進
貢
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
黙
が
注
目
さ
れ
る
。

ハ
ル
ハ
は
「
諸
貝
子
」
が
合
し
た
い
く
つ
か
の
「
旗
」
に
分
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
翌
年
九
月
に
は
ト
シ

あ
る
が
、

ェ
l
ト
H

ハ
ン
、

セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
等
左
翼
の
ォ
大
小
の
貝
勤
等
」
に
論
旨
が
降
さ
れ
た
。

爾
等
の
歳
貢
牲
畜
七
十
二
頭
口
は
、
己
経
に
牧
納
し
た
り
。
巴
林
の
人
畜
に
至
り
て
は
、
賠
償
す
る
能
は
ざ
る
に
因
り
、
馬
百
匹
・
駐
十

頭
を
以
て
罪
を
蹟
は
し
む
る
に
止
む
。
是
れ
、
葡
等
師
附
の
意
無
く
、
放
に
爾
此
く
の
如
し
。
今
若
し
我
が
巴
林
の
人
口
を
蹄
し
、
首
錆

231 

る
諸
貝
勤
を
遣
わ
し
て
入
観
せ
し
む
れ
ば
、
其
の
牲
畜
は
自
ら
嘗
に
寛
克
す
ベ
し
。
如
し
朕
の
命
に
遣
は
ば
、
則
ち
首
鴛
る
四
旗
の
歳
貢
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は
、
自
ず
か
ら
嘗
に
牧
納
す
べ
し
。
其
れ
諸
小
貝
子
の
各
自
の
貢
献
は
、
倶
に
停
止
を
行
わ
ん
。
徽
し
我
が
巴
林
の
人
口
を
蹄
さ
ず
、
首

帰
る
諸
貝
勤
を
遣
わ
し
て
入
観
せ
し
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
爾
等
の
使
臣
を
遣
わ
す
こ
と
勿
る
可
し
。
歳
貢
は
献
ず
る
こ
と
勿
る
可
し
。
葱
に

(

げ

)

繭
等
贈
罪
せ
る
馬
百
匹
・
駐
十
頭
を
賂
て
瑳
還
せ
ん
。

こ
こ
に
清
朝
は
、

ハ
l
リ
ン
部
属
民
の
返
還
と

「首
震
る
諸
貝
勤
」

の
入
観
を
篠
件
に
家
畜
の
返
還
要
求
を
取
り
下
げ、

更
に

「首
信
用
る
只

「
首
震
る
四
旗
」

動
」
以
外
の
「
諸
小
貝
子
」
が
各
自
進
貢
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
た
。
こ
の
中
で
入
観
・
準
貢
す
べ
き
「
首
漏
る
貝
勤
」
を
、

と
呼
ん
で
い
る
。

順
治
九
年
に
は
、

(
四
〉

五
月
に
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
と
オ
ム
ボ
H

エ
ル
デ
ニ
に
フ
フ
ホ
ト
か
ら
の
掠
奪
人
畜
の
返
還
が
、

(

印

)

セ
ツ
ェ
シ
H

ハ
γ
、
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
に
パ

l
リ
ン
部
人
畜
返
還
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
ハ
ル
ハ
側
は
、
翌
順
治

セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
が
次
の
様
な
上
表
を
行
っ
た
。
ま
ず
バ

l
リ
ン
の
人
畜
返
還
問

一
一
月
に
は
ト
シ
エ

l

ト
日
ハ
ン
、

一
O
年
六
月
に
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
、
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
、

- 80ー

題
で
開
催
し
た
盟
舎
に
、
一
部
の
貝
子
が
参
加
せ
ず
清
朝
に
逃
亡
し
た
の
で
、
返
還
す
べ
き
人
畜
は
、
逃
亡
し
た
貝
子
か
ら
取
り
、
残
り
は
ハ

〈

却

)

ル
ハ
に
逮
還
す
る
よ
う
に
と
。
逃
亡
し
た
の
は
、
同
年
三
六
五
三
)
二
月
に
清
朝
に
降
っ
た
ボ
ン
ダ
ル

9
c
E
R
本
塔
爾
)
等
四
タ
イ
ジ
の
こ

(
幻
)

(

m

以
〉

と
で
あ
る
。
清
朝
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
同
年
九
月
に
も
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
下
の
使
者
が
進
貢
し
た
が
、
こ
の
使
者
に
つ
い
て
順
治
一帝
は
、

爾
四
旗
の
歳
貢
の
白
馬
・
路
駐
を
準
ぜ
し
時
、
爾
は
屡
々
詔
旨
に
違
え
る
に
因
り
、
是
を
以
て
衆
使
臣
来
る
も
、
入
観
を
許
さ
ず
。

(

お

)

と
述
べ
、
こ
の
時
の
貢
使
が
ハ
ル
ハ
左
翼
「
四
旗
」
の
使
者
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
更
に
翌
順
治
一
一
年
一
一
一
月
、
入
朝
し
た
ダ

ン
ジ
ン
日
ラ
マ
の
子
エ
ル
デ
ニ
H

ノ
ム
チ
を
遁
じ
て
再
度
返
還
要
求
を
出
し
た
。
そ
の
一
議
旨
中
引
か
れ
た
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
の
言
は
極
め
て
輿

味
深
い
。四

旗
来
た
り
て
、
白
馬
・
賂
駐
を
貢
ぎ
し
時
、
旨
の
切
責
を
奉
じ
た
り
。
議
す
る
に
、
従
前
敷
誌
に
遣
は
ず
、
首
震
る
四
貝
子
を
遣
わ
し

て
来
朝
せ
し
め
ず
、
而
し
て
僅
か
に
白
馬
八
匹
・
駐
一
隻
を
貢
ぎ
た
る
の
み
な
る
を
以
て
し
、
是
を
以
て
使
臣
を
持
て
駆
逐
し
た
り
と
。

彼
の
時
、
臣
は
原
と
四
旗
の
貝
子
を
旗
門
集
し
、
遣
わ
し
て
来
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
杭
愛
地
方
大
い
に
雲
ふ
り
、
舎
議
遅
緩
し
た
る



に
因
り
、
是
を
以
て
及
ぶ
無
し
。

こ
こ
で
は
グ
γ
ジ
γ
H
ラ
マ
自
身
が
ハ
ル
ハ
を
四
旗
と
呼
び
、
帝
の
識
旨
を
引
き
な
が
ら
そ
の
長
を
「
首
鋳
る
四
貝
子
」
と
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、

今
、
我
四
旗
を
統
撮
す
。
想
う
に
亦
た
、
聖
主
も
知
る
所
な
ら
ん
。
聖
朝
、
何
の
敷
議
・
法
度
有
ら
ば
、
嘗
に
遵
照
し
て
行
わ
ん
。
四
旗

の
貝
子
の
内
、
若
し
一
二
の
貝
子
の
敷
識
・
法
度
に
遣
は
ざ
る
者
有
れ
ば
、
即
ち
敷
議
・
法
度
に
遁
は
ざ
る
と
こ
ろ
の
貝
子
を
賂
て
、
使

い
を
遣
わ
し
て
奏
聞
せ
ん
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
ダ

γ
ジ
ン
H

ラ
マ
が
四
旗
を
「
統
語
」
し
て
い
る
と
言
う
の
を
、
順
治
一
帝
は
「
則
ち
爾
、
撞
に
自
ら
二
汗
の
四
旗
を
統
揖

(

鈍

)

す
と
は
、
淘
に
謹
り
な
ら
ざ
る
か
」
と
疑
っ
て
い
る
。

「
統
据
」
の
員
儒
は
と
も
か
く
、
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
が
「
統
掻
」
の
劃
象
を
「
四
旗
」

と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
二
汗
」
聞
ち
ト
シ
エ

l
ト
日
ハ
ン
と
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
を
含
む
左
翼
が
「
四
旗
」

こ
立
、
。

φ
j
ナ
'
t
v

- 81ー

か
ら
成
忍
こ
と
を
明
言
し
た
も
の
で
、
順
治
帝
が
求
め
て
い
る
の
も
、
こ
の
「
四
旗
」
の
「
首
鋳
る
四
貝
子
」
の
入
現
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侠

(

お

〉

こ
う
し
た
一
連
の
交
渉
の
結
果
、
順
治
一
二
年
四
月
、
ト

シ
エ
I
ト
H

ハ
ン
の
使
者
が
歳
貢
を
献
じ
て
謝
罪
し
た
。

恰
番
郁
他
特
車
爾
貝
等
を
「
四
旗
」
の
「
首
震
る
貝
子
」
聞
ち
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
γ
、
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
、

ノ
ヤ
ン
(
富
良
向
。
ロ
ロ
O

苫
ロ
墨
爾
根
諾
顔
)
等
に
遣
わ
し
て
識
を
降
し
、

〈

お

〉

ぇ
、
同
時
に
貿
易
を
許
可
し
た
。

案
は
解
決
を
見
た
。

五
月
、
清
朝
は
精
奇
尼

セ
ツ
ェ
ン

u
ハン、

メ
ル
ゲ
ン
H

修
好
の
誓
約
を
篠
件
に
バ
!
日
ン
部
人
畜
返
還
を
求
め
な
い
こ
と
を
惇

(

幻

〉

一
O
月
、
こ
の
四
王
侯
が
「
和
好
を
以
て
約
誓
」
し
た
こ
と
が
奏
聞
さ
れ
、
順
治
三
年
以
来
九
年
ご
し
の
懸

一
方
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
は
じ
め
右
翼
諸
侯
に
つ
い
て
は
、
順
治
一
二
年
正
月
に
ザ
サ
ク
ト

u
ハ
ン
.
オ
ム
ボ
H

エ
ル
デ
-
一

(

お

〉

〈

却

)

が
上
表
し
て
謝
罪
し
た
が
、
五
月
に
清
朝
は
再
度
ト
ヲ
メ
ド
か
ら
の
掠
奪
人
畜
の
返
還
と
謝
罪
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
清
朝
と
ハ
ル
ハ
の
闘

〈

m山
〉

宗
λ
府
に
舎
盟
し
た
。

ハ
ル
ハ
諸
侯
は
入
朝
、

こ
の
時
定
め
ら
れ
た
の
が
、

順
治
一
一
一
年
の
「
定

係
は
と
こ
に
正
常
化
し
、
同
年
一
一
月
、

233 

例
」
で
あ
る
。
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の
み
で
あ
り
、

た
だ
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
右
翼
ザ
サ
ク
四
人
の
内
、
以
上
の
交
渉
過
程
で
名
前
が
見
え
る
の
は
、
ザ
サ
ク
ト

u
ハ
ン
と
オ
ム
ボ
H

エ
ル
デ
ニ

セ
ツ
ェ
ン
“

ジ
ノ
ン

Q
mmg

E

E
口
問
車
臣
済
農
)
と
フ
ン
ド
レ
ン

u
ト
イ
ン
(
関
D
E
B
-
8
8
1ロ
昆
都
倫
陀
音
〉
の
雨
名
は
全

「
表
を
奉
じ
て
好
を

『
王
公
表
俸
』
に
よ
る
と
、

こ
の
二
人
と
共
に
、

順
治
一
四
年
(
一
六
五
七
〉
に
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
が
、

(
M
M
〉

乞
」
う
た
た
め
に
「
詔
し
て
前
罪
を
宥
」
し
た
と
あ
る
。
と
す
る
と
順
治
一
二
年
に
こ
の
二
人
に
も
ザ
サ
ク
が
認
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題

く
現
れ
な
い
。

と
な
る
。
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
、
康
照
二
一
年
の
三
藩
の
範
鎮
定
に
伴
う
賞
給
の
た
め
の
使
者
涯
遣
に
劃
す
る
答
櫨
と
し
て
、
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
雄
一寸
が
子
弟
を
入
観
さ
せ
た
際
、
康
照
一
帝
は
、
「
賞
を
給
す
る
こ
と
順
治
十
四
年
の
例
の
如
く
し
、
且
つ
御
服
・
詔
袋
を
以
て
之
に
賜
」
つ

(
担
〉

て
い
る
。
こ
の
「
順
治
十
四
年
例
」
な
る
も
の
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
セ
ツ
ェ
ン

u
ジ
ノ
ン
等
の
謝
罪
の
際
に
、
給
賞
の
例
。か
改

め
て
定
め
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
我
々
は
以
下
の
結
論
に
導
か
れ
る
。
第
一
に
、
順
治
三
年
の
テ
ン
ギ
ス
の
観
後
交
渉
で
清
朝
は
、

諸
侯
中
左
翼
四
「
旗
」
の
「
首
鋳
る
貝
子
」
聞
ち
ト
シ
エ
l
ト
H

ハ
ン
、
セ

ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
、
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
、
メ
ル
ゲ
ン
H

ノ
ヤ
ン
の
四

人
、
右
翼
で
は
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
と
オ
ム
ボ
H

エ
ル
デ
ニ
を
交
渉
相
手
と
し
た
こ
と
。

第
二
に
、
「
首
震
る
貝
子
」
或
い
は
「
貝
勤
」
と
呼
ば
れ
る
者
と
、
八
ザ
サ
ク
は
封
躍
し
て
お
り
、
順
治
一
二
年
に
清
朝
は
、
こ
れ
ら
「
首

震
る
貝
子
」
を
ザ
サ
ク
と
認
め
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
。

ハ
ル
ハ
の

- 82ー

第
三
に
、
順
治
ご
一
年
の
「
定
例
」
は
、
ハ
ル
ハ
の
諸
侯
を
九
自
の
年
貢
を
納
め
る
べ
き
こ
れ
ら
八
人
の
「
大
台
士
口
」
と
、

台
吉
」
と
に
分
け
て
準
貢
額
と
賞
賛
額
を
定
め
た
も
の
で
、
ザ
サ
ク
任
命
を
眼
目
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。

「
此
の
外
の
小

八
ザ
サ
ク
韓
制

こ
の
定
例
後
ハ
ル
ハ
は
、

八
ザ
サ
ク
を
通
じ
た
朝
貢
関
係
を
維
持
す
る
が
、
清
朝
は
ハ
ル
ハ
側
情
勢
に
劃
臆
し
て
ザ
サ
ク
認
定
に
調
整
を
加

え
た
。



康
照
元
年
三
六
六
二
〉
、

オ
ム
ボ

u
エ
ル
デ
ニ
の
子
エ
リ
ン
チ
ン
ー
ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
(
開
ロ
ロ
h
Z
F
o
z
g間
宮
司
王
〉
は
、

兄
の
チ
ュ

l
H
メ
ル
ゲ
ン
ハ
ロ
ロ

g
R
m
g
緯
墨
爾
根
〉
を
立
て
た
。

ザ
サ
ク
ト
“

ハ
ン
・
ワ
ン
シ
ュ
グ
(
宅
自
問
山
口
『
旺
鐸
克
〉
を
襲
殺
し
、

右
翼
王
侯
ア
ハ

イ
H

ダ
イ
チ
ン
(
〉
』
包
含
1
2ロ
m
阿
海
岱
育
〉
は
、

シ
ュ
グ
の
弟
ツ
ェ

γ
グ

γ
(円四ロ
mmロ
ロ
成
変
〉
を
ハ
ン
に
立
て
た
。

ト
シ
エ

I
ト
H

ハ
ン
に
介
入
を
要
請
、

左
翼
軍
は
ロ
ヴ
サ
ン
H

タ
イ
ジ
を
追
放
し
、

こ
れ
に
伴
い
右
翼
属
民
が
左
翼
へ
逃
亡
し
、

ワ
ン

こ
の
返
還
問
題
が
尾
を
引
く

こ
と
に
な
る
。

入
ザ
サ
ク
は
一
人
を
絞
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
康
県
九
年
、
清
朝
は
ア
ハ
イ
H

ダ
イ
チ
ソ
を
ザ
サ
ク
と
し
、

清
朝
か
ら
遵
義
タ

ィ塵
シ ハ、

Q〈七
E.年
目(

六
七
八
)
の
ア
ハ
イ
H

ダ
イ
チ
ン
渡
後
、
そ
の
子
プ
ン
ツ
ォ
ク

9
5
m
m
E『
盆
楚
克
)
が
こ
れ
を
嗣
ぎ
、

(
お
〉

R
r
E
F
r
o
z
z
c
の
稽
競
を
輿
え
ら
れ
た
。

年
三
六
八
一
)
、

ハ
ル
ハ
王
侯
に
劃
す
る
清
朝
か
ら
の
稽
競
授
輿
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
康
照
二

O

ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
が
オ
オ
ル
ト
か
ら
迭
還
さ
れ
た
た
め
、
清
朝
は
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
の
請
い
を
容
れ
て
ロ
ヴ
サ
ン

u
タ
イ

(
川
品
〉

ジ
を
「
奮
制
に
循
い
て
入
貢
せ
し
め
」
た
。
こ
の
結
果
、
入
ザ
サ
ク
は
九
人
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
康
照
二
一
年
三
六
八
二
〉
、

ハ
γ
は
突
如
ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
を
捕
ら
え
、
再
び
追
放
す
る
。
嘗
時
清
朝
は
、
三
藩
の
凱
鎮
定
通
知
の
使
者
を
、

(

お

)

し
て
い
た
が
、
こ
の
情
報
を
確
認
す
る
と
、
ロ
ヴ
サ
ン
H

タ
イ
ジ
へ
の
使
者
涯
遣
を
中
止
し
た
。

ロ
ヴ
サ
ン

u
タ
イ
ジ
に
次
ぐ
費
化
は
、
セ
ツ
ェ
ン
H

ジ
ノ
ン
に
現
れ
た
。

ザ
サ
ク
ト
H

- 83ー

ハ
ル
ハ
に
涯
遣
し
よ
う
と

康
照
一
九
年
閏
八
月
戊
子
つ
百
〉
候
所
載
の
理
藩
院
題
奏
に
よ

V
Q
L
」、曙

爾
略
の
準
貢
は
、
前
に
倶
に
車
臣
済
農
を
以
て
首
と
震
す
。
今
、
札
薩
克
圃
汗
、
車
臣
済
農
を
勝
て
草
去
し
、
厄
爾
徳
尼
済
農
を
以
て

首
と
震
し
て
進
貢
す
。
而
る
に
達
頼
刑
臓
給
す
る
所
の
文
内
に
、
叉
並
び
に
厄
爾
徳
尼
済
農
首
震
る
の
字
様
無
し
。
己
に
来
使
を
し
て
査

明
し
、
男
に
奏
せ
し
め
ん
こ
と
を
議
し
た
り
。
其
れ
貢
ず
る
所
の
物
は
、
鷹
に
牧
納
す
べ
き
や
否
や
。
査
明
の
到
る
日
を
侯
ち
て
再
び
議

し
て
具
奏
せ
ん
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、

ザ
サ
ク
の
認
定
に
ダ
ラ
イ
H

ラ
マ
が
介
在
し
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
極
め
て
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
が
、
ダ
ラ
イ
H

ラ
マ
の

235 

保
詮
の
有
無
を
云
々
す
る
理
藩
院
に
劃
し
て
康
照
一
帝
は
、
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外
藩
蒙
古
頭
目
の
進
貢
は
、
其
の
物
の
膝
に
牧
納
す
べ
き
と
否
と
は
、
理
は
躍
に
即
ち
に
議
定
を
行
う
ベ
し
。
何
ぞ
必
ず
達
頼
刑
臓
の
文

の
有
無
に
援
ら
ん
か
。
若
し
必
ず
や
此
れ
に
擦
り
て
誼
し
と
震
さ
ば
、
我
が
彊
内
に
在
る
と
こ
ろ
の
外
藩
蒙
古
は
、
悉
く
惟
だ
達
頼
捌
嚇

一
該
街
門
を
し
て
即
ち
に
定
議
し
具
奏
せ
し

以
後
、

臆
に
牧
納
す
べ
き
と
否
と
は

の
言
を
の
み
是
れ
聴
く
が
似
し
。

蒙
古
の
進
物
の
、

め
、
必
ず
し
も
達
頼
刺
臓
の
文
を
以
て
擦
と
魚
さ
ざ
れ
。

(

お

〉

と
厳
命
し
て
い
る
。
ザ
サ
ク
認
定
へ
の
ダ
ラ
イ

u
ラ
マ
の
闘
輿
の
質
態
は
不
明
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
の
申
し
出
を
認
め
、

=巳

ル
デ
ニ
H

ジ
ノ

ン
(
肘

E
g二日ロ
ロ
ロ
同
額
爾
徳
尼
済
農
)
を
以
て
セ

ツ
ェ
ン
H

ジ
ノ
ン
に
代
え
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
宮
脇
氏
も
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、

康
照
二
一
年
七
月
の
三
藩
の
範
鎮
定
通
知
と
、
同
二
五
年
の
フ
レ
ン
H

ピ
ル
チ
ル
の
舎
盟
の

〈
初
出
)

際
、
清
朝
は
ハ
ル
ハ
各
王
侯
に
使
者
を
涯
遁
し
て
い
る
。
こ

の
時
遁
使
封
象
と
な
っ
た
王
侯
と
八
ザ
サ
ク
と
の
封
腫
闘
係
を
表
に
す
る
と
以
下

の
通
り
で
あ
る
。i i ijiii i 事|

年

i i!?時宇康隈

年

土克圃
使者

減遺

康隈

年五

坦

- 84ー



(
叩
拍
〉

、「
曙
爾
略
七
旗
は
、
地
方
遼
潤
な
る
を
以
て
」
そ
の
居
住
地
を
按
じ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
ザ
サ
グ
単
位

に
遁
便
さ
れ
た
誇
で
は
な
い
。
康
照
二
一
年
と
二
二
年
そ
れ
ぞ
れ
一
一
人
に
使
者
が
涯
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
二
一
年
の
ロ
ヴ
サ
ン
H

タ
イ
ジ
以

外
は
、
ジ
ーェ
ヴ
ツ
ン
ダ
ム
パ
H

ホ
ト
ク
ト
、
ダ
ル
マ
シ
リ
、
エ
ル
へ

H

ノ
ヤ
ソ
〈
開
H
r
o
g苫
ロ
額
爾
克
諾
顔
〉
の
い
ず
れ
も
入
ザ
サ
ク
で
は
な

〈拘〉
ぃ
。
八
ザ
サ
ク
中
、
複
数
の
遣
使
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
属
民
が
二
つ
に
分
散
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
か
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
順
治
一
二
年
以
降
ハ
ル
ハ
の
服
属
ま
で
の
八
ザ
サ
ク
瞳
制
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
襲
化
は
、
ハ
ル
ハ
側
の
事
情
を
反
映
さ
せ
た
襲

こ
こ
で
の
蓮
使
劃
象
の
選
定
は
、

一
時
ザ
サ
ク
敷
は
九
人
に
増
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
亡
命
し
た
ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
の
迭
還
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時

期
、
清
朝
は
ハ
ル
ハ
の
ザ
サ
ク
の
分
割
・
増
設
策
を
採
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

た
だ
一
つ
問
題
な
の
は
、
既
に
衰
森
披
氏
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
王
公
表
停
』
中
、
こ
れ
以
外
に
ザ
サ
ク
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
王

(
州
制
〉

侯
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
後
の
サ
イ
シ
H

ノ
ヤ
ン

3
4
Z
ロ
oヨ
ロ
饗
因
諾
顔
〉
部
に
属
す
る
ダ
ン
ジ
ン
H

エ
ル
デ
ニ
ハ
ロ
国
丘
町

四
同
彩
色
丹
津
額
爾
徳
尼
〉
の
父
ピ
チ
ハ
ダ
イ

(
E
m
Z旦
包
弼
努
鳴
岱
〉
、
サ
ム
ジ
ド

(ω
曲
目
山
広
隆
木
諸
問
特
〉
の
父
シ
ナ
ラ
ク
シ
ャ
ド

3
E
R同
可
制
包

イ
ダ
ム
(
同
念
日
伊
達
木
)
の
父
ジ
+
ミ
ヤ
シ

Q
曲
目
ヨ
ロ
札
木
延
〉
、

更
に
過
ぎ
な
い
。

ソ
ダ
ニ

(ω
邑
曲
目
即
阜
県
建
尼
〉
の
父
ロ
ヴ
サ
ン

- 85-

錫
納
劇
克
沙
特
〉
、

や
or包
括

ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
部
の
ダ
シ
〈
U
g
F
遼
什
)
、
そ
れ
に
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
部
の
ツ
ェ
レ
ン
ダ
シ
(
内
角
宙
開
含
曲
目
車
凌
逮
什
)
で
あ
る
。

し
か
し
貫
録
等
に
は
、
こ
れ
ら
の
王
侯
が
ザ
サ
グ
を
授
か
っ
た
こ
と
を
示
す
記
事
は
一
切
現
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
、
注
目
さ
れ
る

の
が
、
『
王
公
表
停
』
巻
五
八
、
停
四
二
、
札
薩
克
輔
園
公
車
凌
達
什
列
停
に
み
え
る
「
初
め
所
部
の
台
吉
の
九
白
を
貢
ぐ
を
得
る
者
は
、
皆

札
薩
克
を
授
か
る
。
車
凌
達
什
は
其
の
一
な
り
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
順
治
五
年
に
「
旗
下
の
貝
子
」
は
「
合
し
て
」

「
首
震
る
貝
子
」
す
な
わ
ち
順
治
二
一
年
定
例
の
八
ザ
サ
ク
に
ほ
か
な

羅
ト
出
版
ν
、

九
白
を
納
め
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
そ
の
合
し
て
久
貢
す
る
皐
位
が
、

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
八
ザ
サ
ク
を
通
じ
て
九
白
を
貢
じ
た
王
侯
は
、
康
照
二
八
年
の
服
属
以
降
、
す
べ
て
清
朝
に
よ
っ
て
ザ
サ
ク
と
呼

ば
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
な
る
と
、

『
王
公
表
俸
』
に
名
前
が
現
れ
る
こ
れ
ら
六
人
ば
か
り
で
な
く
、

ザ
サ
ク
と
呼
ば
れ
た
王
侯
は
も

237 

っ
と
多
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
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ハ
ル
ハ
の
清
朝
婦
腐
と
ザ
サ
ク
の
増
設

康
照
二
五
年
三
六
八
六
〉
、
康
照
元
年
以
来
封
立
を
績
け
て
き
た
ハ
ル
ハ
雨
翼
は
、

清
朝

・
ダ
ラ
イ

u
ラ
マ
・
オ
オ
ル
ト
の
使
節
と
共
に
フ

レ
ン
H

ピ
ル
チ
ル
で
講
和
し
た
。
こ
の
講
和
は
オ
オ
ル
ト
の
ガ
ル
ダ
ン

(
P
E
S
鳴
繭
丹
〉
の
抗
議
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、

ン
日
チ
ャ
ホ
ン
ド
ル
ジ

(
Pρ
5円

山

DHr
察
理
多
爾
済
)
拙
一
寸
に
よ
る
ザ
サ
ク
ト

u
ハ
ン
日
シ
ャ
ラ
(
仰
向
・
同
沙
酬
明
)
襲
殺
と
ガ
ル
ダ
ン
の
ハ
ル
ハ
侵

ト
シ
エ

l
ト
H

ハ

入

ハ
ル
ハ
の
清
朝
服
属
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
フ
レ
ソ
H

ピ
ル
チ
ル
の
舎
盟
の
際
、
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
の
長
子
ガ
ル
ダ
ン
日
夕
イ
ジ
(
門
同
区

g
鳴
爾
旦
u
門田
T
U
E
C
H
r
ガ

(

4

)

(

必

)

(

同

制

)

ル
ダ
γ
ド
ル
ジ
鳴
動
丹
多
爾
済
〉
、
同
じ
く
弟
シ
デ
ィ
シ
リ

(ω
庄
町

E
西
第
什
哩
)
、
グ
ム
ヴ
(
の

E
g
E
衰
布
)
、
ホ
ト
ゴ
イ
ト

(
O
D
Z
A
C
1
2
和
托
輝

(

川

崎

)

特
)
部
長
ゲ
ソ
デ

γ
(の
g
Eロ
根
敦
)
の
四
人
に
ザ
サ
ク
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
四
人
の
内
、
八
ザ
サ
ク
の
ひ
そ
み
に
な
ら
い
う
る
よ
う

な
濁
立
し
た
勢
力
と
し
で
あ
っ
た
の
は
、

デ
ィ
シ
リ
は
、
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
ン
H

チ
ャ
ホ
ン
ド
ル
ジ
の
最
近
親
で
あ
り
、
こ
れ
が
ザ
サ
ク
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
左
翼
の

四
ザ
サ
ク
中
の
一
つ
を
割
る
こ
と
を
意
味
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
グ
ム
ヴ
は
、
康
照
元
年
の
ロ
ヴ
サ
ン

u
タ
イ
ジ
に
よ
る
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
襲
殺

ロ
ヴ
サ
ン
H

タ
イ
ジ
以
来
の
ホ
ト
ゴ
イ
ト
部
を
率
い
る
ゲ
ン
デ
ン
く
ら
い
で
あ
る
。

ガ
ル
ダ
ン
と
シ

- 86ー

事
件
の
時
、
左
翼
軍
の
先
鋒
と
な
っ
て
ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
を
打
ち
破
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ト
シ
エ

1
ト
H

ハ
ン
か
ら
フ
ン
デ
レ
ン
日
ボ
シ
ョ

ク
ト
の
稽
暁
を
授
か
っ
た
人
物
で
、
ト
ゥ
メ
ン
ヘ
ン
(
、
吋
出

ggmrg
園
蒙

45
の
末
子
で
あ
る
。
嘗
時
の
長
老
格
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

講
和
の
失
敗
は
、
ハ

ル
ハ
左
翼
を
し
て
清
朝
へ
の
依
存
を
強
め
さ
せ
た
。
康
照
二
六
年
(
一
七
八
七
〉
正
月
、
ト

シ
エ

1
ト
日
ハ

γ
は
敷
印

(
日
制
〉

の
給
興
を
請
う
。
こ
れ
は
一
帝
に
担
否
さ
れ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
、
清
朝
の
入
ザ
サ
ク
政
策
に
襲
化
が
現
れ
始
め
る
。
以
下
に
、
清
朝
の
各
ザ
サ

ク
に
劃
す
る
こ
の
時
期
の
封
麿
を
順
次
概
観
し
よ
う
。

《
左
翼
》

二
月
、

セ
ツ
ェ
ン
日
ハ
ン
H

ノ
ロ
ヴ

(
Z
R
E
諾
爾
布
〉
が
病
死
し
、

そ
の
子
イ
ル
デ
ン
H

ア
ラ
ヴ
ダ
ン

(HEg問自民同
E
g
伊
爾
登
阿
痢
卜
坦
)



は
こ
れ
を
清
朝
に
通
知
し
た
。
清
朝
は
そ
の
ハ
ン
位
承
襲
を
認
め
た
が
、
こ
の
時
の
承
認
に
は
従
来
と
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

近
く
念
ふ
に
、
爾
塔
爾
略
は
、
内
に
自
ら
交
悪
な
れ
ば
、
脹
は
特
に
大
臣
を
遣
わ
し
て
識
し
て
和
睦
せ
し
め
て
未
だ
久
し
か
ら
ず
。
車
臣

汗
の
位
は
、
久
し
く
虚
し
く
す
る
可
か
ら
ず
。
爾
略
爾
唱
は
、
長
子
を
以
て
承
襲
す
る
を
例
と
す
。
伊
爾
登
阿
痢
卜
坦
台
士
口
は
、
既
に
長

子
に
係
り
、
且
つ
其
の
人
も
亦
可
な
り
と
聞
く
。
嗣
立
せ
し
め
て
汗
と
篤
せ
。
商
等
、
其
れ
識
に
遭
い
て
行
え
。
達
頼
蜘
嚇
に
敷
を
賜
る

〈組制〉

こ
と
亦
た
之
の
如
く
す
。

こ
こ
で
康
照
一
帝
が
、
セ
ツ
ェ
ン
日
ハ
ン
の
承
襲
に
積
極
的
に
開
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
感
は
否
定
で
き
な
い
。
康
照
二
七
年
六
月
の
ガ
ル
ダ
ン

の
侵
入
に
よ
り
セ
ツ
ェ
ン
"
ハ
ン
層
下
も
績
々
と
清
朝
に
降
る
。
そ
の
中
で
イ
ル
デ
ン
H

ア
ラ
ヴ
ダ
ン
も
病
死
し
、
同
年
多
に
長
子
ウ
メ
へ
イ

(

円

引

)

〈

組

閣

〉

円

O
B
o
z
-
奥
歎
客
)
が
遣
使
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
通
報
し
た
。
一
帝
は
直
ち
に
そ
の
ハ
ン
位
承
襲
を
認
め
た
が
、

ウ
メ
へ
イ
は
ま
だ
幼
少
で

あ
っ
た
。

こ
の
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
γ
属
下
の
来
降
に
際
し
て
、
清
朝
は
新
た
な
措
置
を
採
る
。
開
ち
、

一
二
月
丁
卯
〈
二
八
日
〉
僚
に
、

『
親
征
卒
定
朔
漢
方
略
』
巷
之
五
、
康
照
二
七
年

- 87ー

事
臣
汗
の
子
呉
黙
赫
台
士
同
を
以
て
汗
競
を
承
襲
せ
し
め
ん
こ
と
を
命
ず
。
時
に
己
に
故
き
車
臣
汗
の
妻
及
び
其
の
子
呉
黙
赫
、
其
の
層
喬

を
率
い
て
来
降
し
、
奏
し
て
言
う
ら
く
、
昔
、
治
化
隆
卒
の
日
に
嘗
た
り
、
臣
の
租
車
臣
汗
設
す
る
や
、
聖
鑑
を
仰
ぎ
蒙
り
、
左
右
南
翼

の
汗
に
敷
識
し
、
臣
の
父
を
立
て
て
汗
と
震
し
た
り
。
旋
っ
て
、

-又
渡
す
。
曾
て
情
簡
を
以
て
上
奏
し
た
り
。
想
う
に
雨
汗
交
悪
な
る
に

因
り
、
稽
遅
し
て
未
だ
答
え
を
蒙
り
見
ず
。
此
れ
が
震
に
由
を
具
え
て
謹
ん
で
奏
す
と
。
上
、
識
し
て
目
く
、
具
黙
赫
は
、
襲
い
て
車
臣

汗
と
震
る
こ
と
を
准
す
。
其
れ
車
ト
登
草
臣
済
農
・
達
頭
台
土
日
・
布
達
札
卜
額
爾
徳
尼
台
士
日
は
、
己
に
故
き
車
臣
汗
に
在
り
て
は
租
輩
爵

り
。
車
卜
登
車
臣
済
農
は
、
躍
に
授
け
て
礼
薩
克
と
篤
す
ベ
し
。
其
れ
達
頼
台
吉
・
布
達
札
布
台
士
ロ
は
J

授
け
て
済
農
と
篤
し
、
井
せ
て
授

け
ズ
札
薩
克
と
震
ナ
。

一其
いれ
己
に
故
き
車
臣
汗
の
訳
達
里
伊
爾
登
台
士
口
、
己
に
故
き
車
巨
汗
の
弟
盆
楚
克
伊
爾
登
台
士
ロ
・
納
木
札
爾
額
爾

徳
尼
台
吉
は
、
倶
に
授
け
て
済
農
と
矯
せ
。
臭
賦
赫
は
，年
幼
け
れ
ば
、
園
事
は
伊
の
親
叔
納
木
礼
爾
額
爾
徳
尼
台
士
ロ
に
協
理
せ
し
め
よ
。
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従
来
八
ザ
サ
ク
の
一
人
で
あ
っ
た
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
以
外
に
、

}
日
ロ
ロ
ロ
間
車
ト
登
車
匡
済
農
〉
、
ア
ナ
ン
ダ

n
ダ
ラ
イ
H

タ
イ
ジ
(
〉

E
E同
含

E
S三
官
阿
南
遼
遠
頼
台
士
ロ
)
、

と
あ
る
。

こ
の
時
、

ツ
ェ
ヴ
デ
ン

u
セ
ツ
ェ
ン

u
ジ
ノ
ン
〈
円
四
『
仏
巾
ロ
印

mmg

プ
ダ
ジ
ャ
ヴ
H

エ
ル
デ
ニ
H

タ
イ
ジ

(
回
口
色
白
]
同

r
o止
め
ロ
ご
品
目
白
布
達
札
布
額
爾
徳
尼
台
士
ロ
)
が
新
た
に
ザ
サ
ク
を
授
け
ら
れ
た
。

更
に
、

ダ
ラ
イ
、

プ
ダ
ジ
ャ
ヴ
、

プ
ン
ソ
ク
日
イ

ル
デ
ン
H

タ
イ
ジ
(
H
M

己
認
さ
『

E
g
m
g
u、ぷ

H

朋
素
克
伊
勅
登
台
士
ロ
〉
、

ナ
ム
ジ
ャ
ル
H

エ
ル
デ
一
一
H

タ
イ
ジ

(
Z曲
目
山
止
め

E
gご
主
任
納
木
礼
助
額

爾
徳
尼
台
士
ロ
)
に
は
ジ
ノ
ン
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
清
朝
側
に
は
、

〈紛〉
ぐ
」
と
い
う
認
識
が
存
し
た
が
、
ジ
ノ
ン
が
爵
位
と
し
て
満
洲
皇
帝
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
康
照
二
八
年
一

O
月
辛
未
〈
八
日
〉
、

「
復
た
曙
爾
熔
散
亡
の
徐
を
以
て
、
若
し
法
度
無
く
、
意
に
任
せ
て
妄
り
に
行
へ
ば
、
必
ず
や
盆
々
離
散
す
る
に
至
ら
ん
。
預
め
簿
度
を
魚
」

す
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
新
た
に
一
一
人
が
ザ
サ
グ
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
。
セ
ツ
ェ
ン
日
ハ
ン
属
下
で
は
、
更
に
ツ
ェ
ヴ
デ
ン
日
エ
ル

へ
H

タ
イ
ジ
〈
九
日
目

E
g
R宮
guユ
ピ
車
布
登
額
爾
克
台
士
口
〉
、
ホ
ン
ゴ
ル
日
ダ
イ
チ
ン

(Ogm『
EHe-包
括
洪
俄
爾
岱
育
〉
が
ザ
サ
ク
を
授
か
っ

(ω
〉

た
。
こ
の
よ
う
に
、
清
朝
は
、
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
属
下
に
射
し
て
は
、
ハ
ン
位
承
襲
へ
の
積
極
的
関
興
に
始
ま
り
、
属
下
王
侯
へ
の
ジ
ノ
ン
競

ザ
サ
ク
任
命
と
、
他
と
は
異
な
る
積
極
的
措
置
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
、
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
部
を
東
路
と
し
て
他
の
左
翼
三
ザ

「
曙
爾
塔
の
奮
俗
は
、

汗
最
も
貴
く
、

済
農
之
に
次
ぎ
、

諾
顔
又
之
に
次

授
興
、

- 88ー

サ
グ
か
ら
濁
立
さ
せ
る
下
地
と
な
司
た
。

そ
の
一
方
で
、
左
翼
の
他
の
三
ザ
サ
ク
に
劃
し
て
は
、

か
か
る
措
置
が
保
留
さ
れ
た
。
左
翼
ト
シ
エ
l
ト
H

ハ
ン
、
ジ
ェ
ヴ
ツ
ン
ダ
ム
バ
、

「
略
爾
略
札
薩
克
内
に
は
、
己
に
至
る
者
有
り
、
未
だ
至
ら
ざ
る
者
有
り
」

と
い
う
股
況
の
故
に
、

メ
ル
ゲ
ン
日
ジ
ノ
ン
、
右
翼
ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
に
つ
い
て
は
、

「
旗
陵
を
分
編
す
る
の
慮
は
、
暫
く
置
き
て
議
せ
ざ
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
際
に
ザ
サ
ク
を
興
え
ら
れ
た
者

は
、
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
属
下
七
人
(
上
述
〉
、
右
翼
三
人
、
シ
ャ
ム
パ
麗
下
一
人
で
、
匪
倒
的
に
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
属
下
か
ら
の
ザ
サ
グ
任
命
が

(

日

)

先
行
し
て
い
る
。
結
局
後
の
ト
シ
エ

l
ト
H

ハ
γ
部
を
構
成
す
る
各
ザ
サ
ク
の
任
命
は
、
康
照
三

O
年
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

《
右
翼
》

清
朝
へ
の
服
属
に
よ
っ
て
、

八
ザ
サ
ク
時
代
の
瞳
制
に
改
餐
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
最
も
少
な
か
っ
た
の
が
、
右
翼
で
あ
っ
た
。
康
照
二
八



年
に
、
右
翼
王
侯
と
し
て
は
グ
ン
チ
ェ
シ
(
の
出
&
g
笈
占
)
、
ウ
ル
ジ
ャ
シ

(
C
H
}
g
烏
爾
占
〉
、

ハ

位

〉

(

臼

〉

を
授
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
セ
ツ
ェ
ン
日
ジ
ノ
ン
系
の
王
侯
で
あ
る
。
新
設
さ
れ
た
三
ザ
サ
ク
は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
服
属
し

た
人
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
右
翼
か
ら
の
避
難
民
を
管
理
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
度
ザ
サ
ク
が
興
え
ら
れ
る
と
‘
康
照
三

O
年
以
後

も
、
そ
の
ま
ま
濁
立
し
た
ザ
サ
グ
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
右
翼
の
場
合
に
は
、
そ
の
中
心
た
る
べ
き
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
に
、
左
翼
の
ハ

ン
と
は
異
な
る
措
置
が
採
ら
れ
た
。
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
属
下
の
管
掌
者
と
さ
れ
た
ツ
ェ
ヴ
ェ

1
γ

ジ
ャ
ヴ

3
2
g
m
}与
一策
旺
札
布
〉
に
は
、
ハ

ン
の
爵
位
が
興
え
ら
れ
ず
、
和
碩
親
王
に
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

パ
康
照
二
七
年
(
一
六
八
八
〉
、
ト
シ
エ
1
ト
H

ハ
γ

H

チ
ャ
ホ
ン
ド
ル
ジ
は
、
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
H

シ
ャ
ラ
(
卵
白
同
出
沙
蜘
U

を
襲
撃
し
、
更
に

オ
オ
ル
ト
の
ガ
ル
ダ
ン
の
弟
下
ル
ジ
ジ
ャ
ヴ
ハ
ロ
2
2与
多
爾
済
礼
布
)
を
も
殺
害
し
た
た
め
、
ガ
ル
ダ

γ
は
三
高
の
兵
を
率
い
て
ハ
ル
ハ
に
侵

プ

l
ベ
イ
(
回
忌
巴
博
貝
〉
の
三
人
が
ザ
サ
グ

入
し
、

シ
ャ
ラ
の
妻
ボ
エ
ダ
ラ
(
回

E
広
田
同
・
白
布
尼
遼
劇
〉
と
一
一
一
人
の
息
子
パ

l
ラ
ン
(
切
回
包
括
巴
朗
〉
、

〈

臼

)

〈
関
目
的

m
m
格
色
克
〉
を
ア
ル
タ
イ
山
陽
に
居
住
さ
せ
た
。
ニ
九
年
(
二
ハ
九
O
〉
、
パ
I
ラ
ン
は
ア
ル
タ
イ
よ
り
清
朝
に
来
降
し
、

グ
ン
ゲ
(
の
位
ロ
m
m
m
恭
格
〉
、

ケ
セ
グ

- 89ー

ハ
ン
位
の
承
襲

を
願
い
出
た
@

略
爾
略
額
爾
克
阿
海
巴
郎
奏
じ
言
う
ら
く
、
臣
の
父
札
薩
克
圃
汗
は
曙
爾
昭
七
旗
の
長
な
り
。
左
翼
土
謝
圃
汗
の
矯
に
敗
ら
れ
、
属
商
は

分
散
す
。
臣
等
は
叉
、
厄
魯
特
の
魚
に
牧
め
ら
れ
、
阿
爾
泰
山
の
南
に
棲
み
た
り
。
今
、
聞
に
乗
じ
て
出
で
て
・
来
た
り
投
ず
る
を
得
た

り
J

伏
し
て
乞
ふ
ら
く
は
、
聖
思
も
て
賑
値
思
養
し
、
纏
立
す
る
を
得
し
め
ん
こ
と
を
。

こ
れ
に
劃
し
て
帝
の
諮
問
を
受
け
た
議
政
王
大
臣
は
、

礼
薩
克
園
汗
は
、
歴
世
恭
順
に
し
て
職
貢
有
年
た
り
。
鷹
に
纏
立
す
べ
き
が
似
し
。
査
す
る
に
、
今
年
衆
曙
爾
略
来
降
し
、
己
に
期
を
定

め
て
舎
関
せ
ん
と
す
。
其
れ
請
う
所
は
、
躍
に
舎
関
の
慮
に
於
い
て
定
奪
せ
ん
。

(

日

〉

(

間

山

〉

と
議
覆
-し
た
。
こ
こ
に
い
う
舎
閲
と
は
、
同
年
七
月
に
議
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
年
六
月
に
ガ
ル
ダ
ン
が
内
モ

γ
ゴ
ル
に
侵
入
し

た
た
め
取
り
止
め
と
な
り
、
ザ
サ
グ
ト

n
ハ
ン
の
問
題
は
翌
年
の
ド
ロ
ン
ノ
l
ル
舎
盟
に
持
ち
越
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
ま
も
な
く
ハ
ン
位
を
嗣
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ぐ
べ
き
パ

1
ラ
γ
、
そ
し
て
グ
ン
ゲ
が
病
死
し
た
。
そ
こ
で
康
照
三

O
年
五
月
の
ド
ロ
ン
ノ
l
ル
舎
盟
に
お
い
て
は
、
馬
旗
門
等
の
「
礼
薩
克
圃

汗
は
、
乃
ち
熔
爾
略
七
旗
の
長
に
し
て
累
世
誠
を
持
ベ
、
貢
を
進
む
。
札
薩
克
圃
汗
の
名
競
は
、
麿
に
の
ほ
承
襲
せ
し
む
る
べ
き
が
似
し
」
と

い
う
上
奏
に
も
拘
ら
ず
、
康
岡
山
一
一
帝
は
、

若
し
其
の
子
巴
朗
額
爾
克
阿
海
向
ほ
在
ら
ば
、
聞
ち
鷹
に
襲
封
す
る
べ
し
。
但
だ
今
日
に
亡
故
し
、
見
在
の
子
は
幼
稗
な
り
。
札
薩
克
圃

汗
の
親
弟
策
妄
札
布
は
衆
皆
其
れ
を
賢
し
と
稽
す
。
封
じ
て
親
王
と
篤
さ
ん
と
意
欲
す
。
明
日
、
此
の
意
を
以
て
衆
略
爾
曙
等
に
識
せ
。

と
し
て
、
残
る
ケ
セ
グ
が
幼
少
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
シ
ャ
ラ
の
弟
ツ
ェ
ヴ
ェ

l
ン
ジ
ャ
ヴ
を
和
碩
親
王
に
封
ず
る
に
止
め
た
。
し
か
し
、
服

属
時
や
は
り
幼
少
で
あ
っ
た
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
H

ウ
メ
ヘ
イ
に
つ
い
て
は
「
車
臣
汗
に
至
つ
て
は
、
我
が
朝
日
経
に
襲
封
し
た
り
。
何
ほ
其
の

(

幻

)

汗
競
を
存
す
る
可
し
。
」
と
ハ
ン
位
承
襲
を
認
め
た
。

承
襲
を
願
い
出
た
が
、
理
藩
院
は
、

-90ー

こ
の
不
公
卒
に
封
し
、

同
年
一
一
月
、

シ
ャ
ラ
の
妻
ボ
ニ
ダ
ラ
は
、
六
歳
の
ケ
セ
グ
の

札
薩
克
圃
汗
の
弟
策
妄
札
布
、
巳
に
親
王
に
封
ぜ
ら
る
。
克
色
克
は
年
幼
し
。
未
だ
臆
に
封
を
受
け
る
べ
か
ら
.
す
。
奏
す
る
所
は
議
す
る

無
庸
ら
し
め
ん
。

(
間
山
〉

と
す
る
議
覆
を
行
い
、
一
帝
は
ケ
セ
グ
を
輔
園
公
に
封
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

に
も
認
め
ら
れ
ず
、
結
局
康
照
四

O
年
に
ツ
ェ
ヴ
ェ

l
y
ジ
ャ
ヴ
が
ハ
ン
に
封
ぜ
ら
れ
る
ま
で
、
同
部
に
は
ハ
ン
が
不
在
と
な
る
こ
と
に
な
司

ハ
ン
位
の
承
襲
は
、

ケ
セ
グ
に
も
、

ツ
ェ
ヴ
ェ

l
ン
ジ
ャ
ヴ

た
右
翼
四
ザ
サ
ク
の
内
、

ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
の
み
は
、
こ
の
時
に
は
ザ
サ
ク
を
興
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
康
照
二
八
年
一

O
月
に
、
ト
シ
エ

l

メ
ル
ゲ
ン
リ
ジ
ノ
ン
と
共
に
彼
に
劃
す
る
措
置
は
留
保
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ロ
ヴ
サ
ン
H

タ
イ
ジ
は
、
康
照
三

一
年
三
六
九
二
)
五
月
ま
で
に
青
海
よ
り
来
降
し
、
「
暫
く
寧
夏
漫
外
に
駐
」
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
六
月
己
丑
(
二
日
)
に
、
「
羅
卜
臓
寮

〈

印

〉

「
到
日
再
び
職
を
授
け
ん
こ
と
を
議
」
す
る
も
の
と
さ
れ
、
結
局

ト
H

ハ

γ
、

-Z
日
台
士
口
及
び
其
の
子
女
属
萄
を
勝
て
」
「
掃
化
城
附
近
に
迭
り
安
挿
」
し
、

(ω
〉

輔
園
公
を
授
か
り
開
化
城
に
駐
牧
し
た
。
そ
の
孫
ナ
マ
リ
ン
ツ
ァ
ム
ボ

1
(
Z同
g
R
Z
N
g
m
g
納
璃
燐
蔵
布
〉
が
ザ
サ
ク
一
指
一
守
台
士
口
に
封
ぜ
ら
れ



て
ハ
ル
ハ
に
掃
還
を
果
た
し
た
の
は
、
賓
に
康
県
四
八
年
(
一
七
O
九
〉
の
こ
と
で
あ
っ
た
〈
中
右
震
末
次
旗
〉
。
「
ロ
ヴ
サ
ン
u
タ
イ
ジ
の
ハ
ル
ハ

開
還
が
遅
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
の
混
範
の
原
因
た
る
ロ
ヴ
サ
ン
H

タ
イ
ジ
の
掃
還
に
よ
っ
て
、

用
の
混
範
を
起
こ
す
こ
と
を
恐
れ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

ハ
ル
ハ
、
特
に
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
部
内
に
無

こ
の
他
、

フ
ン
ド
レ
ン
川
ト
イ
ン
ハ
エ
ル
デ
ニ
グ
ム
ヴ
肘
邑

g「
岡
田

g
rロ
〉
と
エ
ル
デ
ニ
H

ジ
ノ
ン
(
プ
ン
ツ
ォ
グ
ラ
ヴ
ダ
ン
】
M
E
M
m
g有印ゲ円四回ロ〉、

そ
れ
に
セ
ツ
ェ
ン
H

ジ
ノ
ン
(
ソ
ノ
ム
イ
シ
ジ
ャ
ヴ

ω
D
E
B
-
-印
ぷ
同
『
〉
に
は
、
各
々
一
旗
が
興
え
ら
れ
た
。

四

康
照
三

O
l一
三
年
の
ハ
ル
ハ
に
劃
す
る
旗
隊
編
成
と
入
ザ
サ
ク

康
照
三

O
年
五
月
の
ド
ロ
ン
ノ
1
ル
舎
盟
で
ハ
ル
ハ
王
公
に
授
爵
及
び
ザ
サ
ク
旗
編
成
を
行
っ
た
清
朝
は
、
翌
年
五
月
、

(

侃

)

に
四
十
九
旗
と
同
列
」
と
し
て
札
藍
克
印
を
給
興
し
た
。
こ
れ
即
ち
ハ
ル
ハ
に
お
け
る
旗
制
施
行
で
あ
る
。

「
曙
爾
略
は
、
既

こ
れ
ら
の
三
ザ
サ
ク
は
、

ゲ
レ
セ
ン
ジ
ェ
の
第
三
子
ノ

l
ノ
ホ

噌
ムハV

ま
ず
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
属
下
の
み
が
、
他
の
左
翼
三
ザ
サ
ク
か
ら
切
り
放
さ
れ
、
東
路
と
し
て
濁
立
し
た
一
方
で
、
左
翼
の
他

の
三
ザ
サ
ク
は
北
路
(
ト
シ
エ
l
ト
リ
ハ
ン
部
〉
と
し
て
一
部
に
纏
め
ら
れ
た
。

こ
こ
で
は
、

を
そ
の
共
通
の
粗
と
す
る
。

ト
シ
エ

I
ト
H

ハ
ン
は
、

ノ
l
ノ
ホ
の
長
子
ア
パ
ダ
イ
系
で
あ
り
、

メ
ル
ゲ
ン
H

ジ
ノ
ン
は
同
第
二
子
ア
プ
ホ

系
、
シ
ャ
ム
バ
は
同
第
四
子
ト
ゥ
メ

γ
ヘ
ン
系
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
三
ザ
サ
ク
の
ト
シ
エ
l
ト
H

ハ
ン
、

メ
ル
ゲ
ン
H

ジ
ノ
ン
、
ダ
ン

ジ
ン
H

ラ
マ
(
シ
ャ
ム
バ
〉
に
封
臨
臆
し
て
い
る
と
偲
定
す
る
な
ら
ば
、

康
照
三
一
年
に
北
路
ザ
サ
ク
に
任
命
さ
れ
た
一
七
人
の
内
、

ア
パ
ダ
イ

を
租
と
す
る
者
五
人
、

ア
プ
ホ
系
三
人
、

ト
ゥ
メ
ン
ヘ
ン
系
九
人
と
な
る
。

し
か
し
ア
プ
ホ
系
の
三
人
の
内
、

左
翼
後
旗
の
リ
ダ
ル

(
F
F仏
国
同

陸
塔
爾
)
は
シ
ャ
ム
パ
に
属
し
て
い
た
こ
と
が

ハ
ン
か
ら
五
ザ
サ
ク
、

『
王
公
表
俸
』
の
彼
の
停
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
結
局
三
ザ
サ
ク
は
、

メ
ル
ゲ
ン
H

ジ
ノ
ン
か
ら
二
ザ
サ
ク
、
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
(
シ
ャ
ム
パ
)
か
ら
一

O
ザ
サ
ク
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
な

ト
シ
エ
l
ト
H

る。

純手

こ
の
時
輿
え
ら
れ
た
旗
名
に
つ
い
て
、

ソ
ノ
ム
ダ
グ
ヴ
ァ
氏
は
、

「
そ
の
ア
イ
マ
ク
の
領
域
の
ど
の
部
分
に
在
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
方
位
に
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ハ
ル
ハ
部
略
系
圃

l
|
(太
線
)は
鶴
八
ザ
サ
ク

ゲ
レ
セ
ン
ジ
エ

-

ス
ブ
デ
イ
I
l
l
l
1
ノ
ロ
ヴ

l
l寸
l
ワ
ン
シ
ユ
ク

一

「

'

ツ
エ
ン
グ
ン
1
4
1
シ
ャ
ラ

-

パ
ヤ
ン
ダ
ラ
1
1
1
ラ
イ
ホ

ル

1

1

ム

「

ツ
ェ
ヴ
ェ
l
ン
ジ
ャ
ヴ
(
ザ
サ
ク
ト
・
ハ
ン
)

一

「

ヴ
バ
ダ
イ
1
1
1
1
ゾ
ド
パ

ア
シ
ハ
イ

ム

「
ノ
ム
チ
リ
ア
ハ
イ

下

ト
ゥ
メ
ン
g
l
l
l
-
シ
ョ
ロ
イ

l
l
l
Z
T
エ
ル
デ
ニ
l
|
エ
リ
ン
チ
ン
(
ロ
ヴ
サ
ン
H
タ
イ
ジ
)

「
ハ
ン
ド
ダ
イ
Il
l
l
ゲ
ン
ド
ゥ
ン
|
|
ス
ン
チ
ン
セ
ン
ゲ
|
|
パ
ン
デ
ィ

ー

コ
ン
コ
イ
l
1
4
1
ツ
ェ
リ
ン
I
l
l
1
1
ド
ル
ジ

1
1
1
1
ソ
ノ
ム
イ
シ
ジ
ャ
ヴ
(
セ
ツ
エ
ン
H
ジ
ノ
ン
)

一

ナ

ツ
エ
リ
ス
キ
ヴ
|
|
パ
ル
ス

H
テ
ン
ゲ
ル

H
ト
イ

ン

ブ

l
ベ
イ

ト
ゥ
ベ
ド
H

一

一

ノ
ヤ
ン
ダ
イ
l

ハ
タ
ン
リ
l
ム

T
グ
ル

H
ノ
ム
チ
||
ボ
ト
ゴ

、
!
ト
レ

一

一

一

下

ジ
ノ
ン
リ
ト
イ
ン
l

l
サ
マ
デ
ィ

l

l
プ
ン
ツ
ォ
ク
ラ
ヴ
ダ
ン
(
エ
ル
デニ・
ジ
ノ
ン
)

一

「

ツ
ア
ガ
l
ン
ス
キ
ヴ
|
|l
ウ
ル
ジ
ャ
ン

「

サ
イ
ン
パ
ド
マ
||

ツ
ェ
リ
ン
グ
ム
ヴ
||

グ
ン
チ
エ
ン

ー
シ
ヴ
グ
タ
イ
1
1
ム
チ
ェ

I
l
l
i
-
-
シ
ヴ
ト
ゥ
イ

1

ア
パ
ダ
イ

止

「

オ

ル

ゴ

タ

イ

l
l
ダ
ン
(
ト
y
ェ
1
ト
ハ
ン
)

一

1

チ
ヤ
ホ
ン
ド
ル
ジ
|
ガ
ル
ダ
ン
ド
ル
ジ

「

エ
リ
ク
l

l

|

グ
ム
ヴ
1

1

1

十

ジ
ェ
ヴ
ツ
ン
ダ
ム
パ
一
世

「

シ
デ
ィ
シ
リ

グ
ル
シ
ヒ
(
メ
ル
ゲ
ン
・
ジ
ノ
ン
)

- 92ー

ノ
l
ノ
ホ

l
ー

ア
フ
ホ

1
1
1
4
1
ア
ン
ガ
ハ
イ
l

l
ソ
ノ
ム

「
ラ
ホ
リ
l
i
-
-
ボ
ン
ダ
ル
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ト
ゥ
メ
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ヘ
ン

J
I
X
i
-
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ノ
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T
ダ
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ン
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f
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フ
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l
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ダ
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ボ
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ツ
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H
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可
-

C<I 

国
1

(
仁
コ
で
圏
ん
だ
旗
は
康
照
三
一
年
に
印
信
給
奥
の
封
象
と
な
っ
た
旗
〕

北
路
(
ト
シ
エ
ー
ト
=
ハ
ン
部
)

但
し
，
康
照
三
一
年
の
時
黙
に
お
け
る
設
置
旗
の
み
。

司・m
 



東
路
(
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路
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ザ
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ハ
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部
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右
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中
旗

中
左

翼
左

旗
(
ラ
ヴ
ダ
ン
)

(
ゲ
ン
ド
ゥ
ン
)

左
翼

後
末

旗
(
ゲ
ン

ド
ゥ
ン
)

中
左

翼
末

旗
(
ト
バ
)

中
右
翼
末
旗

(
ト
ク
マ
ク
)

中
右

翼
末

次
旗

(
ジ
ャ
ミ
ヤ
ン
)

右
翼

後
末

旗
(ハ

7
)レ

ダ
イ
チ

ン
)

右
翼

右
旗

(
ゾ
ド
バ
)

<
0
 

σ、



〈臼〉

し
た
が
っ
て
、
左
右
・
中
・
後
・
前
の
翼
及
び
側

(3ma)
と
割
り
嘗
て
た
」
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
と
略
爾
略
に
関
す
る
限
り
、
方
位
の
み

で
は
そ
の
名
稽
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
康
照
三
一
年
設
置
の
各
路
の
旗
を
そ
の
名
稽
に
よ
一っ
て
固
に
し
た
も
の
が
、
園
ー

で
あ
る
。
-
こ
れ
を
見
る
と
、
極
め
て
興
味
深
い
配
置
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
ま
ず
嘗
左
翼
四
ザ
戸サ
ク
を
み
る
と
、
北
路
・

シ
ャ
ム
パ
(
八
礼
薩
克
設
置
時
の
ダ
ン
ジ
ン
H

ラ
マ
)
、
メ
ル
ゲ
ン
H

ジ
ノ
ン
の
三
者
、

東
路
に
分
け
た
上
で
、
，北
路
に
は
ト
シ
エ

l
十

H

ハ
ン
、

東
路
に
セ
一ツ
ェ
ン
日
ハ
ン
が
含
め
ら
れ
た
。
北
路
は
更
に
左
・
中
・
右
の
三
翼
に
分
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
旗
を
中
心
と
し
て
前
後
左
右

各
旗
が
、
そ
し
て
左
右
雨
翼
に
は
下
〈
宋
〉
旗
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
部
も
同
様
で
あ
る
が
、
各
翼
の
構
成
は
不
完
全
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
左
翼
で
奮
八
ザ
サ
グ
が
例
外
無
く
「
中
旗
」
に
配
嘗
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
各
旗
は
、
曾
て
の
入
ザ
サ
ク

を
中
心
に
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
翼
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
γ
部
に
閥
L
て
は
必
ず
し
お
こ
の
限
り
で
な
い
。

確
か
に
後
に
ザ
サ
ク

ト
ペ引
ハ
ン
を
嗣
ぐ
ツ
ェ
ーヴ
ェ

l
ン
ジ
ャ
ヴ
は
、
西
路
中
旗
を
興
え
ら
れ
て
い
る
が
、

ほ
か
の
八
ザ
サ
ク
系
王
公
、
聞
も
エ
ル
デ
ニ
H

ジ
ノ
ン
H

プ
ン
ツ
ォ
ク
ラ
ヴ
ダ
ン
は
右
翼
左
旗
、

フ
ン
ド
レ
ン
H

ト
イ
ン
〈
ス
レ
ン
u
ア
ハ
イ
)
は
左
翼
左
旗
、

ロ
ヴ
サ
ン
H

タ
イ
ジ
に
代
っ
た
ア
ハ
イ
H

- 97ー

ダ
イ
チ
ン
系
(
エ
ル
デ
ニ
グ
ム
ヴ
)
が
右
翼
一後一
旗
、
セ
ツ
ェ
ン

u
ジ
ノ
ン
は
崖
翼
後
旗
と
な
っ
て
お
り
、
ザ
サ
ク
ト
H
j
ハ
ン
以
外
の
入
ザ
サ
グ
'の

一
人
と
し
て
「
中
旗
」
に
配
賞
さ
れ
た
者
は
い
な
い
。
し
か
も
、
西
路
に
闘
し
て
左
翼
雨
路
と
異
な
る
著
し
い
特
徴
は
、
康
照
三
一
年
の
時
貼

で
一
人
と
し
て
ザ
サ
ク
が
増
設
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
寅
で
あ
る
。
聞
ち
、
こ
の
康
照
一
一
一
一
年
に
旗
陵
編
成
の
劃
象
と
な
っ
た
西
路
八
旗
の

内

、

右

翼

左

、

1
右
翼
後
、
左
翼
左
、
左
翼
後
は
い
ず
れ
も
奮
八
ザ
サ
ク
だ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
の
こ
る
三
旗
(
左
翼
前
、
右
、
右
翼
前
)

中、

は
、
い
ず
れ
も
康
照
二
八
年
に
ザ
サ
ク
を
興
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ーこ
の
よ
う
に
ベ
旗
陵
編
成
の
配
置
を
み
る
と
、

か
つ
て
の
八
ザ
サ
ク
い

ず
れ
も
各
路
各
翼
の
中
心
的
地
位
を
興
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

し
か
し
、
い
こ
の
旗
陵
な
る
も
の
が
、
寅
際
の
軍
事
行
動
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
も
の
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
不
明
と

す
る
し
か
な
い
。
寅
際
、
こ
の
名
稽
は
、
清
代
を
通
じ
て
文
書
等
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
無
か
叶
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
名
稽
の
現
貫

性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
。
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結

び

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
に
、
順
治
二
一
年
に
設
置
さ
れ
た
「
入
札
薩
克
」
は
、
順
治
三
年
の
テ
ン
ギ
ス
の
蹴
及
び
こ
れ
に
伴
う
ハ
ル
ハ
に
よ
る
内
モ
ン
ゴ
ル
掠

奪
事
件
の
虚
理
の
過
程
で
、
清
朝
が
交
渉
を
持
っ
た
ハ
ル
ハ
の
「
首
震
る
貝
子
(
貝
勤
〉
」
を
「
八
ザ
サ
ク
」
と
し
て
公
認
し
、
清
朝
と
交
渉
す

る
際
の
公
認
の
代
表
者
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
濯
揮
は
ハ
ル
ハ
内
部
の
勢
力
関
係
の
貫
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

八
ザ
サ
ク
の
設
定
以
後
、
ガ
ル
ダ
ン
の
侵
入
に
よ
る
ハ
ル
ハ
の
服
属
ま
で
、
清
朝
は
こ
の
枠
組
み
を
維
持
し
た
。
後
に
右
翼
の
ア

ハ
イ
H

ダ
イ
チ
ン
が
ザ
サ
ク
を
興
え
ら
れ
た
の
は
、
ロ
ヴ
サ
ン
日
夕
イ
ジ
が
オ
オ
ル
ト
に
逃
亡
し
、

ザ
サ
ク
に
依
員
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も

第
二
に
、

の
で
あ
り
、

セ
ツ
ェ
シ
H

ジ
ノ
ン
と
エ
ル
デ
-
一
日
ジ
ノ
ン
の
ザ
サ
ク
交
代
も
、
ザ
サ
ク
ト
H

ハ
ン
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
康
照
一
一
一

年
と
二
五
年
の
左
翼
五
人
、

右
翼
六
人
に
劃
す
る
遁
使
は
、

ハ
ル
ハ
側
の
居
住
地
分
布
を
考
慮
し
た
も
の
で
、

ハ
ル
ハ
の
ザ
サ
ク
が
左
翼
五
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人
、
右
翼
六
人
と
な
っ
た
誇
で
は
な
い
。

一
六
八
八
年
に
ハ
ル
ハ
が
清
朝
に
服
属
す
る
と
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
避
難
し
た
ハ
ル
ハ
部
民
管
理
の
必
要
か
ら
、

第
三
に
、

ザ
サ
グ
任
命
が
行

セ
ツ
ェ
ン
H

ハ
ン
麗
下
王
侯
に
謝
す
る
霞
位
授
興
と
一札
薩
克
任
命
が
先
行
し
、
同
部
が
他
の
左
翼
三
ザ
サ
ク
か
ら
分
離
す
る
下
地

わ
れ
た
が
、

を
つ
く
っ
た
。

第
四
に
、
康
照
三
一
年
、
清
朝
は
ハ
ル
ハ

一に
旗
陵
を
編
制
し
、
三
六
人
の
王
侯
を
ザ
サ
ク
に
任
命
し
、
印
信
を
給
興
し
た
。
こ
の
時
の
ザ
サ

ク
は
、
か
つ
て
の
八
ザ
サ
ク
と
は
異
な
っ
て
、
ハ
ル
ハ
の
勢
力
関
係
を
越
え
て
集
圏
即
ち
旗
の
分
立
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
清
朝
は
、
も
は

や
八
ザ
サ
ク
時
代
の
よ
う
に
ハ
ル
ハ
側
の
客
観
朕
況
な
い
し
は
要
請
に
の
み
従
う
の
で
は
な
く
、
清
朝
側
の
意
聞
に
基
づ
い
て
、
ザ
サ
ク
の
任

命
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
時
の
旗
隊
編
成
を
、
そ
の
旗
名
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
と
、

ハ
ル
ハ
左
翼
に
つ
い
て
は
曾

て
の
八
ザ
サ
ク
が
い
ず
れ
も
「
中
旗
」
と
さ
れ
て
お
り
、

一
方
の
右
翼
で
は
八
ザ
サ
ク
の
メ
ン
バ
ー
に
康
照
二
八
年
に
ザ
サ
ク
を
輿
え
ら
れ
て



避
難

J

し
て
き
た
右
翼
部
民
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
た
三
人
を
加
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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註ハ
1
)

宮
脇
淳
子
「
十
七
世
紀
清
朝
婦
層
時
の
ハ
ル
ハ
・
モ

ン
ゴ
ル
」
(
『
東

洋
皐
報
』
第
六
一
巻
第
一
・
一
一
鋭
、
一
九
七
九
年
一
一
一
月
)
一

O
八
l

ご
ニ
八
頁
。

ハ2
)

ハ
ル
ハ
が
九
自
の
貢
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
太
宗
崇
徳
一
一
一

年
三
六
三
八
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
越
雲
田
『
清
代
蒙
古
政
教
制
度
』

(
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
〉
三

O
頁。

ハ3
)

口白
H
F
U
E
Z
A
O巴
可
匡
ロ
出
品
OZHa同
仏
師
『
白
}
ロ
可
釦
『
ロ
『
c-c片
品
同

0
3
31同ロ

Z
包
苫

3
2
2曲
三
宮
日
比
即
応
'
g
o
r
0・
〉
向
。
~
く
門
、
一hh
h
円弓同
3
h

同
H
h
山吋
ONNL弓
降
、
H，
-HF
同・印
ア
呂
田
可
B
E
E
Z
H-
Hug-
附
闘
。

ハ4
〉
切
出
向
仏

Z
同〕司曲目弘同
r
r
p向
。
口
問
。
-
〉
昆

d
r
u『口、
H
，
r口出
y
ι
&

ゲ

O同

J
5
E
I
H由
Hu--
呂
田

S
F同仲良
、
HUB-
∞H
i
H
E
-

ハ5
〉
田
山
茂
『
清
代
に
お
け
る
蒙
古
の
祉
舎
制
度
』
〈
文
京
書
院
、
一
九

五
四
年
〉
九
四
頁
。
案
森
波
「
略
爾
略
蒙
古
礼
薩
克
的
設
置
興
演
舞
」

(
『
清
史
研
究
遜
訊
』
一
九
八
八
年
二
期
〉
一
l
l
一
O
頁
。
八
ザ
サ
ク

に
言
及
し
た
文
献
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
全
て
を
奉
げ
る

紙
幅
は
な
い
。
特
に
記
し
て
諸
民
の
御
寛
恕
を
請
う
も
の
で
あ
る
。

ハ6
)

例
え
ば
、
郁
韻
土
『
皇
朝
落
部
要
略
』
巻
之
三
、
外
蒙
古
略
爾
略
部

要
略
一
。
張
穆
『
蒙
古
漁
牧
記
』
巻
之
七
、
外
蒙
古
略
爾
略
四
部
総

銭
。
何
秋
湧

『
朔
方
備
乗
』

y

重
二
、
聖
武
述
略
三
、
略
爾
略
内
属
述

略
。
貌
源
『
聖
武
記
』
品
位
三
、
外
藩
、
園
朝
綴
限
蒙
古
記
二
、
外
四
盟

つ
ま
り
、

こ
の
旗
陵
編
成
の
な
か
に
、

入
ザ
サ
ク
瞳
制

蒙
古
。
『
清
史
稿
』
巻
五
二
一
、
列
停
三

O
八
、
藩
部
四
、
略
爾
略
土

謝
園
汗
部
等
参
照
。

(

7

)

『
太
宗
貫
録
』
巻
二
三
、
天
聴
九
年
五
月
丙
子
〈
二
七
日
〉
保
。

ハ
8
〉
『
世
租
貧
録
』
巻
二
二
、
順
治
二
年
正
月
戊
子
(
四
日
)
僚
に
、
張

家
口
・
古
北
口
紅
満
洲
章
京
を
駐
防
さ
せ
る
に
際
し
て
、
「
其
れ
略
爾

略
部
落
の
来
た
り
て
馬
を
市
す
る
者
は
、
口
外
に
駐
さ
し
め
、
戸
部
に

申
報
し
て
論
旨
を
聴
候
せ
よ
」
と
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。

ハ
9
〉
吋
曲
目
仏
国
ロ
一
白
骨
三
三
ロ

RFro
宮
田
島
田
同
町
田
宮

r
o
E-
足
。
~
く
門
、
.

民
同
凶
弓
同
]
凡
同
町
民
同
J
O
H
N
R
K
P

、HJHHHW
亡、
g
g
g仲
O
P
E
g
-

】

Y
U
H同・

(

m

)

『
皇
朝
落
部
要
略
』
巻
三
、
外
蒙
古
略
爾
略
部
要
略
て
『
王
公
表

俸
』
巻
六
て
停
四
五
、
略
爾
畷
札
麓
克
圏
汗
部
総
俸
。
『
世
租
寅
録
』

各
四
八
、
順
治
七
年
三
月
甲
子
(
一
一
日
〉
係
。

(
U
)

『
世
租
貫
録
』
巻
二
八
、
順
治
三
年
九
月
己
未
(
二
ハ
日
)
篠
。

(
ロ
)
『
世
租
貫
録
』
巻
一
一
一

O
、
順
治
四
年
二
月
丙
子
(
五
日
〉
篠
。

〈
日
〉
『
世
租
貧
録
』
巻
一
三
、
同
日
脚
味
。

ハU
)

『
世
租
貫
録
』
巻
三
二
、
同
日
像
。

(
間
以
〉
『
世
租
寅
録
』
巻
四
八
、
同
日
係
。

〈
民
〉
『
世
租
貧
録
』
品
位
五
て
順
治
七
年
一
一
月
辛
未
(
二
一
一
日
〉
係
。
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(
汀
)
『
世
租
寅
録
』
巻
六

O
、
順
治
八
年
九
月
己
丑
(
一
五
日
〉
係
。

(
四
)
『
世
租
貫
録
』
巻
六
五
、
順
治
九
年
五
月
甲
申
(
一
四
日
〉
保
。

〈
臼
〉
『
世
租
貧
録
』
品
位
七

O
、
順
治
九
年
一
一
月
甲
申
(
二
ハ
日
)
係
。

(
却
〉
『
世
租
寅
録
』
巻
七
六
、
順
治
一

O
年
六
月
丁
未
(
一
三
日
〉
係
。

(
幻
)
ポ
ン
ダ
ル
は
、
ゲ
レ
セ
ン
ジ
ェ
の
第
三
子
ノ
l
ノ
ホ

(
Z
oロ
ロ
』
ロ
諾

諾
和
)
の
次
子
ア
プ
ホ
(
〉
E
A
C
阿
布
瑚
)
の
孫
。
内
モ
ン
ゴ
ル
・

ウ
ラ
l
ン
H

チ
ャ
ヴ
盟
ハ
ル
ハ
右
翼
旗
ザ
サ
ク
多
羅
ダ
ル
ハ
ン
貝
紡
の

租。

『
王
公
表
停
』
径
四
二
、
俸
二
六
、
略
爾
略
右
翼
部
総
俸
。

(
担
〉
『
世
租
寅
録
』
巻
七
六
、
順
治
一

O
年
六
月
庚
申
(
一
一
六
日
)
係
。

〈
勾
〉
『
世
租
貫
録
』
巻
八
二
、
順
治
一
一
年
一
一
一
月
庚
戊
(
二

O
日
〉
係
。

(

M

)

同
右
。

(
お
)
『
世
租
貫
録
』
各
九
一
、
順
治
一
二
年
四
月
辛
酉
(
七
日
)
候
。

(お〉

『世
租
貫
録
』
各
九
て
順
治
一
二
年
五
月
戊
子
(
四
日
)
候
。

〈
幻
〉
『
世
租
貫
録
』
巻
九
四
、
順
治
一
一
一
年
一

O
月
庚
申
(
一

O
日
)

係。

(
お
)
『
世
租
貧
録
』
巻
八
八
、
順
治
一
一
一
年
正
月
甲
寅
(
二
九
日
)
候
。

(
却
)
『
世
租
貫
録
』
容
九
て
順
治
一
二
年
五
月
壬
寅
(
一
九
日
〉
候
。

〈
初
〉
『
王
公
表
停
』
巻
四
五
、
停
二
九
、
略
爾
略
土
謝
闘
汗
部
総
停
。

『
世
租
寅
録
』
巻
九
五
、
順
治
一
二
年
一
一
月
辛
丑
(
一
二
日
)
僚
。

(
紅
〉
『
王
公
表
俸
』
巻
六
て
停
四
五
、
略
爾
略
札
薩
克
園
汗
部
線
俸
。

〈
担
)
『
聖
極
貫
録
』
巻
一

O
六
、
同
日
僚
。
『
方
略
』
巻
二
、
康
照
二
一

年
一
二
月
葵
未
(
一

O
日
〉
保
。

(
お
)
『
王
公
表
害
容
六
六
、
停
五

O
、
礼
薩
克
一
等
台
吉
額
爾
徳
尼
衰

布
列
俸
。

(
鈍
〉
『
聖
租
貫
録
』
巻
九
七
、
康
照
二

O
年
八
月
辛
丑
〈
二
一
日
)
係
。

『
方
略
』
巻
二
、
同
日
係
。

〈お〉

『聖
租
貫
録
』
各
一

O
四、

康
無

二
年
八
月
己
卯
(
四
日
)
候
。

『
方
略
』
巻
二
、
同
日
保
。

ハ
お
〉
『
聖
租
賞
録
』
巻
九
て
同
日
僚
。

p
r
E
E
E
〉
Y
自
主
討
さ

叫
4
N
N
V
G
H
Q
詰

勾
a
w
h
b
H
刷.。
沼
崎

3
H
F
a
w

句
。
d
h
w
w
N
H
2苫
H

F

(川町、
N
H
臣
、
ド
剛
山
O
B
P

H
m
w
J可
0

.
司同
y

N印
由

l
i
N印
斗
.

(
幻
〉
宮
脇
前
掲
論
文
、
一
一
二
|
一
一
一
一
一
頁
。
亥
森
披
前
掲
論
文
、

三

頁。

(
叩
品
〉
『
聖
租
寅
録
』
倉
一
一
一
五
、
康
照
二
五
年
四
月
乙
酉
朔
係
。『
方
略
』

単
位
三
、
同
日
係
。

ハ
却
〉
ダ
ル
マ
シ
り
は
、
宮
脇
氏
も
比
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
ザ
サ
グ
ト
"
ハ

ン
H

ス
プ
デ
イ

Q
E
F
回
全
素
巴
第
)
の
弟
ウ
パ
ダ
イ

(
C
Z丘
烏
巴

岱
〉
の
子
ゾ
ド
メ

G
E
Z
卓
特
巴
〉
で
あ
る
。
エ
ル
ヘ
"
ノ
ヤ
ン

ハ
F
r
gヨ
ロ
額
爾
克
諾
顔
〉
は
、
『
聖
租
寅
録
』
に
は
額
爾
克
済
農

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
方
略
』
の
額
爾
克
諾
顔
が
正
し
く
、
ゲ
レ
セ
ン

ジ
ェ
の
女
子
ノ
ヤ
ン
ダ
イ
u
ハ
タ
ン
パ

l
ト
ル

(
Z
o
u
B
E巳
A
巳

g

g昨
日
諾
顔
泰
恰
坦
巴
園
爾
〉
の
孫
、
セ
ツ
ェ
ン
H

ジ
ノ
ン
H

コ
ン
コ

イ
〈

0
8
2巳
健
室
〉
の
孫
ポ
ト
ゴ
(
回
o
Z吉
博
託
果
〉
で
あ
ろ

う
。
『
王
公
表
停
』
巻
六
六
、
俸
五

O
、
札
薩
克
一
等
台
士
ロ
恰
証
明
爾
岱

青
列
俸
。

(
的
制
〉
案
森
放
前
掲
論
文
二
|
一
一
一
頁
表
。

ハH
U

〉
『
王
公
表
俸
』
各
四
七
、
停
三
て
礼
薩
克
多
羅
郡
王
鳴
動
丹
多
爾

済
列
停
。

(
必
〉
『
王
公
表
停
』
巻
四
九
、
停
三
三
、
札
薩
克
多
羅
貝
勅
西
第
什
哩
列

停。

-100ー



(
的
制
)
『
王
公
表
宮
容
七
一
、
律
五
五
、
札
薩
究
会
羅
郡
王
震
布
列
停
。

av
『
王
公
表
害
程
六
三
、
停
四
七
、
札
薩
克
一
弘
之
羅
貝
勃
根
敦
列
俸
。

ハ
必
)
『
翠
極
貧
録
』
巻
一
一
一
九
、
康
照
二
六
年
正
月
乙
己
(
一
二
ハ
日
〉

候。

(
日
明
)
『
聖
租
賞
録
』
巻
一
二
九
、
康
照
二
六
年
二
月
丙
子
(
二
八
日
)

保
。
〉
r白
色
・

4
・町

FMM匂・自由
I
N
S・

(
何
制
〉
『
宮
租
賓
録
』
巻
一
三
七
、
康
照
二
七
年
一
一
月
乙
酉
(
二
ハ
日
〉

僚。

(
組
制
〉
『
聖
租
貧
鋒
』
径
一
一
二
八
、
康
照
二
七
年
一
一
一
月
歳
暮
(
二
九
日
〉

候。

(
川
相
〉
『
王
公
表
停
』
巻
六
回
、

4
停
四
川
八
、
礼
墜
克
輔
園
公
索
諾
木
伊
斯
札

布
列
停
。

(
印
〉
『
聖
租
寅
録
』
倉
一
四
二
、
『
方
略
』
巻
五
、
康
照
二
八
年
一

O
月

辛
未
(
八
日
以
僚
q

向
日
係
。

〈
日
〉
同
右
。

4

ハ
回
〉
同
右
。

(
臼
〉
グ
ン
チ
ェ
シ
は
セ
ツ

z
y
n
ジ
ノ
γ
1
コ
ン
コ
イ
の
弟
サ
イ
ン
パ
ド

マ

(ωazr色
白
・
同
饗
因
巴
特
務
)
の
孫
。
ウ
ル
ジ
ャ
ン
は
コ
ン
コ

イ
の
第
五
子
ツ
ア
ガ
l
y
ス
キ
ヴ
ハ
作
曲
窓
口
回
r
F
察
宰
斯
奇
布
〉
の

子
。
プ
1
ベ
イ
は
、
コ
ソ
コ
イ
の
第
二
子
チ
ェ
リ
ス
キ
ヴ
(
作
2
2
r
F
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策
塁
斯
奇
布
)
の
孫
j
i
駅
北

〈
臼
)

」
『
主
公
表
書
巻
六
一
、
停
四
五
、
原
封
札
薩
克
園
汗
和
碩
親
王
策

匠
札
布
列
俸
。

(
臼
〉
『
聖
租
寅
鋒
』
巻
一
四
六
、
康
照
二
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THE DIPLOMATIC FUNCTION OF FIVE CAPITALS

　　　　　　

五京IN THE LIAO 遼DYNASTY

Kawakami Yo

　　

The Liao dynasty had the three capitalssystem at first,Shangjing上京

as the main capital,Dongjing東京as the capitalof the residentialsection

of the Bohai 潮海people and Nanjing 南京as the capitalof that of the Han

race.

　

They were originally establishedto control the residents,but Dong-

jing was also served as ａ base for the negotiations with the Kory6 高麗

dynasty, and Nanjing with the Five dynasties　and the Song　dynasty.

After that, Zhongjing中京was established when the Liao dynasty formed

closerconnection with the Song dynasty by the Treaty of Chanyuan 涜淵，

and Xijing 西京when it got into dispute with the Xixia 西夏dynasty.

Thus, it is supposed that Zhongjing and χijing were established to carry

out the foreign policy rather than domestic one｡

　　

The five capitals system of the Liao dynasty was formally under the

influence of the Chinese dynasties, but in respect of such diplomatic func-

tions as a base for the negotiations with foreign countries at peace or war

respectively,it was the same as that of the Bohai dynasty.

THE QING DYNASTY AND THE EIGHT JASA7･Ｓ八札薩克

　　　　　　　　

OF QALQ-A 暗爾喰MONGOL

　　　　　　　　　　　　　　

Oka Hiroki

　　

It was the 12th year of Shunzhi 順治, 1655, more than 35 years before

Qalq-a's officialsurrender to the Qing. when the Eight Jasars were ap-

pointed for Qalq-a Mongolia, which had maintained her independent status

from the Qing dynasty at that time. They were those“head beises 貝子

of Qalq-a” with whom the Qing dynasty negotiated on the problems of

“Tenggis chief'srevolt”of the Sonid and of the plundered livestocks from
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Inner Mongolia by the Qalq-a. When these problems were resolved in

1655, the Qing obliged the “nine white tributes” per year 九白年貢as the

Eight Jasaγ'ｓobligation and deter皿ined the quantity of bestowal from the

Qing court to them. This system was maintained until the 25th year of

Kangxi康煕, 1686.　　　　　　　　　……

　　

However, when Qalq-a surrendered as ａ result of their evacuation to

Inner Mongolia from raldan 鳴爾且'ｓ invasion of Qalq-a after 1688, the

Qing reorganized Qalq-a to the ｂａｎｎｅｒ(ｑｏslγｕ一旗)system ａｎｄﾌnominated

36 Jasars as banner chiefs.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

THE MAIZE IN EASTERN TURKISTAN

HORI Sunao

　　

A kind of maize which had originated in America rapidly spread in

Eastern Turkistan after the middle of the :19th century. But two questions

concerning the crop have remained unsolved. One concerns with when

and from where the maize cart!e to the area, and the other with possible
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・

　　　　　　

・

　　　　　　

..』1
reasons for and the social background of its rapid diffusion.

　　

For the first problem, this paper proposes that maize had been brought

into the area by land from the West before the Qing dynasty's advance to the

region. For the second problem, the paper presents following arguments.

Ｔｈｅ丘rst is that･whether the area was ･capable to support its population

is not an essential problem to be considered here. Consequently, the

paper argues that we must give more careful attention to various changes

concurrently happening with the diffusion of maize in Eastern Turkistan

agriculture.

　　

These changes, namely the decrease of fallow lands, the diffusion of

winter wheat and consequent multiple cropping, were in the same social

trend in which the spread of maize and karezes took ｐ!ace.

　　

Maize was accepted in Easte°Turkistan because it was ａ crop that

went along with the progress of the area's monetary economy.　Through

the analysis of the role maize played there and then, we can obtain ａ
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